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清
朝
の
婦
女
旌
表

制
度
に

つ
い
て

節
婦

・
烈
女
を
中
心
に

は
じ
め
に

一
、
婦
女
旌
表

制
度
の
背
景

1

国
家

の
婦
女
節
烈
重
視

2

宗
族

の
婦
女
節
烈
重
視

二
、
婦
女
旌
表

制
度
の
形
成

1

明
代

ま
で
の
婦
女
旌
表

制
度

2

清
代

の
婦
女
旌
表

制
度

お
わ
り
に

註

陳

青

鳳

は

じ

め

に

古
代
中
国

に
お
い
て
は
、
母
系
的
社
会
制
度
が
優
勢
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
儒
教
思
想
の
成
立

・
強
化

に
よ

っ
て
そ
れ
は
次

第
に
失
わ
れ
、
儒
教
倫
理
に
支
え
ら
れ
る
家
父
長
制
の
下
に
お

い
て
は
、
婦
女

の
生
涯
は
た
だ
男
子
に
従
属
す
る
も
の
に
過

ぎ
な
く
な

っ
た
。
婦

女
は
禮
教
倫

理
の
下
で
、
道
徳
規
範
に
よ

っ
て
厳
し
く
規
制
さ
れ
、
こ
と
に

「
三
從
四
徳
」
を
強
く
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
三
從

四
徳
の

究
極
は
宗
族
社
会
を
強
固
に
す
る
貞
節

・
烈
節
の
徳
性
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
備
え
た
女
性
は
儒
教
を
信
奉
す
る
国
家
の
理
想
的
な
婦
女
像
で
も
あ



っ
た
。
そ
こ
で
、
国
家
は
貞
節

(夫
或

い
は
婚
約
者
を
亡
く
し
て
節
を
守
る
こ
と
)

・
烈
節

(夫
或
い
は
婚
約
者
を
亡
く

し
た
後
に
殉
死
し
た
り
、

ま
た
貞
操
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
時
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
)
の
徳
性
を
庶
民
に
教
化
す
る
た
め
に
、
節
烈
婦
女

の
旌
表

制
度
を
推
進
し
た
が
、

旌
表

の
具
体

的
な
方
法
と
し
て
、
経
済
的
賞
賜
を
与
え
る
こ
と
や
、
節
烈
婦
女
本
人
に
碑
坊
を
建
て
て
節
孝
祠
で
祭
る
こ
と
な
ど
が
採
用
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
国
家
お
よ
び
宗
教
の
婦
女
節
烈
重
視
の
状
況
を
検
討
し
、

つ
い
で
そ
の
節
烈
観
の
推
移

・
変
遷
の
様

相
を
背
景
と
し
て
、
婦

女
旌
表

制
度

の
形
成
過
程
を
考
察
し
、
最
後
に
牢
固
た
る
婦
女
旌
表

制
度

の
形
成
の
結
果
、
清
朝
に
お
け
る
婦
女

節

婦

・
烈
女
は
ど
の
よ
う

な
社
会
的
地
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

一
、
婦
女
旌
表

制
度

の
背

景

1

国
家
の
婦
女
節
烈
重
視

　
　

へ

歴
史
時
代
に
お
け
る
国
家
の
婦
女
旌
表

の
例
と
し
て
は
節
婦

・
烈
女
に
対
す
る
旌
表

に
関
す
る
も
の
が
も
っ
と
も
多

い
。
な
ぜ
節
婦

・
烈
女
が

国
家
に
よ

っ
て
重
視
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
儒
教
思
想
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
儒
教
の
人
倫
関
係
は

「父
慈
子
孝

・
兄
友
弟

恭

・
夫
和
妻
柔

・
姑
慈
婦
聴
」
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
夫
婦
の
関
係
は
中
心
と
さ
れ
、
「夫
は
妻
の
天
な

り
」
「婦
人
は
人
に
従

う
者
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
道
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
強
固
な
家
族
関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
夫
婦
の
道
は
伍
久
的
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
こ
か
ら
婦
女
の
夫
に
対
す
る
節
烈
の
徳
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
宗
族
社
会
に
お
い
て
も
、
節
烈
が
婦
女

の

最
高
の
徳
性
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
歴
史
時
代
の
国
家
は
、
本
来
相
応
に
自
由
な
る
べ
き
婦
女
た
ち
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
節
烈
の
徳
性
を
重
視
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
に
よ
る
そ
の
重
視
は
、
つ
い
に
は
明
清
期
の
婦
女

旌
表
制
度
を
定
制
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
国
家
の
婦
女
節
烈
重
視
の
跡
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
旌
表

制
度
の
理
解
の
上
で
重
要
な
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
。

婦
女
に

つ
い
て
の
記
録
が
史
料
上
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
頗
る
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
も

っ
と
も
古

い
も
の
は
前
漢

の
儒
者
劉
向

(
西
暦
前

七
七
～
六

)
が
編
述
し
た

『列
女
伝
』
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
み
ら
れ
る
婦
女
倫
理
は
、
す

べ
て
儒
教
道
徳
の

「
三
従
の
道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
儒
教
的
な
規
範
と
し
て
の
婦
道
は
こ
こ
に
始
め
て
集
成
さ
れ
た
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『列
女
伝
』
に

つ
い
て
、



岡
村
繁
氏
は

「愛
情
を
捨
象
し
た
教
道
主
義
的
婦
道

か
か
る

『列
女
伝
』
の
女
性
倫
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
た
場
合
、
い
か
に
も
潤

　
　

　

い
の
な
い
没
個
性
的
な
婦
道
に
見
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
明
ら
か
に
登
場
す
る
婦
女
た
ち
の
姿
を
道
徳
規
範
に
基
い
て
抽
象

化
し
た
か
ら

で
あ
る
。
劉
向
の

『列
女
伝
』
よ
り
以
降
、
そ
の
他
の
列
女
伝
や
女
訓
書
な
ど

の
多
く
は
、
す
べ
て
そ
れ
に
倣

っ
て
、
儒
教
倫
理
の

　
ヨ

　

基
盤

の
上
に
立

つ
も
の
と
な

っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
も

の
は
、
正
史

の

「列
女
伝
」
で
あ
ろ
う
。
疑

い
も
な
く

、
列
女
伝
は
当
時
の

王
朝
に
お
け

る
模
範
と
し
て
の
婦
女
の
伝
記
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
列
女
伝
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
家

の
婦
女
節
烈
を
次
第

　
る

　

に
重
視
す
る
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

ら
ら

　

列
女
伝
を
収
め
て
い
る
十
二
種

の
正
史
を
三
段
階
に
分
け
て
婦
女

の
徳
性
乃
至
は
婦
女
節
烈
が
重
視
さ
れ
る
傾
向

の
変
遷

を
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず

『後
漢
書
』
よ
り

『北
史
』

に
至
る
ま
で
の
傾
向
を
み
る
と
、
『後
漢
書
』
と

『魏
書
』
は
ほ
ぼ
劉
向
の

『列
女
伝
』

に
み
え
る
婦
女

の
徳

性
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
婦
女
徳
性

の
内
容
を
分
類
す
れ
ば
、
「貞
順

・
節
義
」

の
実
例
が
そ
れ
ぞ
れ
約
半
数
を

も
占
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
劉
向

の
婦
女
徳
性
の
う
ち
よ
り
貞
順

・
節
義
の
み
が
強
調
さ
れ
る
傾
向

が
生
じ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
よ
う

。
こ
の
貞
順

・
節
義
重
視
の
傾
向
は

『階
書
』
や

『北
史
』

に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
『階
書
』
巻
八
十
、

列
女
伝
の
序
文
に
は
、

自
昔
貞

專
淑
媛
布
在
方
策
者
多
矣

、
婦
人
之
徳
難
在
於
温
柔
、
立
節
垂
名
成
資
於
貞
烈
、
温
柔
仁
之
本
也
、
貞
烈
義
之
資
也
、
非
温
柔
無
以

成
其
仁

、
非
貞
烈
無
以
顯
其
義
。

と
あ
り
、
ま
た

『北
史
』

の
列
女
伝
に
も
同
様
な
序
文
が
あ

っ
て
、
「貞
烈
」
が
婦
女
の
重
要
徳
性
と
な

っ
て
い
る
が
、
さ

ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内

容
を
分
類
す

る
と
、
貞
烈

の
実
例
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
婦
女
徳
性

の
う
ち
で
貞
烈
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、

如
実
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
『
藷
唐
書
』
よ
り

『元
史
』

に
至
る
ま
で
の
婦
女
徳
性
重
視
の
傾
向
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
『菖
唐
書
』
巻

一
九
三
、
列
女
伝
に
、

女
子
稟

陰
柔
之
質
、
有
從
人
之
義
、
前
代
誌
貞
婦
烈
女
、
蓋
善
其
能
以
禮
自
防
、
至
若
失
身
賊
庭
、
不
汚
非
義
、
臨
白
刃
而
慷
慨
、
誓
丹
衷

而
激
獲
、
粉
身
不
顧
、
視
死
如
蹄
、
難
在
壮
夫
恐
難
守
節
、
窃
究
之
操
不
賢
乎
。

と
あ
り
、
ま
た

『新
唐
書
』
巻
二
百
五
、
列
女
に
は
、

唐
興
風
化
陶
淳
且
藪
百
年
、
而
聞
家
令
姓
窃
雍
淑
女
、
至
臨
大
難
守
節
婦
、
白
刃
不
能
移
、
與
哲
人
烈
士
争
不
朽
名
、
寒
如
霜
雪
亦
可
貴
　
、



今
采
獲
尤
顯
行
者
、
著
之
篇
、
以
緒
正
父
父
子
子
夫
夫
婦
婦
之
諮
云
。

と
あ
っ
て
、

両
書
は
と
も
に
婦
女
の

「貞
節
」
を
重
視
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は

「烈
節
」
を
も
強
調

・
称
賛

し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
よ
う
。
内
容

の
分
類
に

つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
『菖
唐
書
』
以
降

の
正
史
列
女
伝
の
う
ち
、
婦
女

に
同
情
的
な
態
度
が
み
ら
れ

る
も
の
と
し
て

『遼
史
』
が
あ
り
、
同
書
巻

一
百
七
、
列
女
伝
の
序
文
に
は
、

男
女
居
室
、
人
之
大
倫
、
與
其
得
烈
女
、
不
若
得
賢
女
、
天
下
而
有
烈
女
之
名
非
幸
也
。

と
あ

っ
て
、
女
性
が
烈
女
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
幸
せ
で
は
な
い
と
述

べ
て
い
る
が
、
や
は
り
貞
烈
は
婦
徳

の
要
目
で
あ

り
、
本
伝
に
収
録
さ
れ

た
五
名
の
婦
女
の
う
ち
三
名
が
節
烈
に
相
応
す
る
事
例
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
婦
女
徳

性
の
重
視

の
傾
向
の
中

　

ら

り

に
あ

っ
て
も
、
魏
晋
南
北
朝
よ
り
階
唐
に
か
け
て
は
、
ま
だ
婦
女
の
貞
節
は
そ
う
厳
し
く
要
求
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
と

い
う
説
が
あ
る
。
宋
代

に
入
る
と
、

さ
ら
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
『宋
史
』

の
列
女
伝
に
お
い
て
は

「節
烈
」

の
み
が

一
段
と
重
視
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
内
憂
外
患
に
脅
や
か
さ
れ
て
、
社
会
が
伝
統
的
な
儒
教
思
想

・
風
習
を
堅
く
守
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
に
至
る
要
因
は
宋
代
の
政
治
的

・
経
済
的
変
革
と
か
か
わ
り
が
あ
る
が
、

一
面
で
は
明
ら
か
に
思
想
的
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
も
か
く
も
、
宋
代
に
入
る
と
、
理
学
を
確
立
し
た
程
朱
の
学
に
よ

っ
て
夫
婦
の
別
が
強
調
さ
れ
、
婦
女
の
再
婚
を
非
難
す
る
な
ど
の

「厳

　
　

　

粛
主
義
的
貞
節
観
念
」
が
鼓
吹
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
宋
代
の
儒
者
た
ち
は
古
代
よ
り

の
禮
制
を
重
ん
ず
る
ゆ
え
に
、
婦
女

の
徳
性
に
対
し
て

　
お

　

厳
し
く
規
制
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
婦
女

の
守
節
を
強
調
す
る
あ
ま
り
に
、
生
命
を
犠
牲
に
す
る
烈
節
ま
で
も
が
唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
者

と
し
て
の
程

願

二

〇
三
三
～

一
一
〇
七
)
は
、
婦
女
の
再
婚
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
『近
思
録
』

巻
六
に
、

問
、
嬬
婦
於
理
似
不
可
取
、
如
何
。
日
、
然
、
凡
取
以
配
身
也
、
若
取
失
節
者
以
配
身
、
是
己
失
節
也
。
又
問
、
或
有
孤
嬬
貧
窮
無
託
者
、

可
再
嫁
否
。
日
、
只
是
後
世
伯
寒
餓
死
、
故
有
是
説
、
然
餓
死
事
極
小
、
失
節
事
極
大
。

と
あ

っ
て
、
程
願
は
婦
女

の
再
婚
に
つ
い
て

「餓
死
事
極
小
、
失
節
事
極
大
」
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
か
ら
、
彼
に
と

っ
て
は
婦
女
の
生
命
よ
り

も
節
烈
を
守

る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
婦
女
徳
性
に
つ
い
て
の
思
想
傾
向

が
の
ち
の
時
代
に
き
わ

め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

最
後
に

『明
史
』
に
お
け
る
婦
女
徳
性
重
視

の
傾
向
を
検
討
し
よ
う
。
『明
史
』
巻
三
百

一
、
列
女
伝
に
は
、

然
至
性
所
存
、
倫
常
所
係
、
正
氣
之
不
至
於
倫
漸
、
而
斯
人
之
所
以
異
於
禽
獣
、
載
筆
者
宜
莫
之
敢
忽
也
。
明
興
、
著
為
規
條
、
巡
方
督
撫



歳
上
其
事
、
大
者
賜
祠
祀
、
次
亦
樹
坊
表
、
烏
頭
緯
懊
、
照
耀
井
閻
、
乃
至
僻
壌
下
戸
之
女
亦
能
以
貞
白
自
砥
、
其
著
於
實
録
及
郡
邑
志
者
、

不
下
萬

餓
人
、
難
問
有
以
文
藝
顯
要
之
、
節
烈
為
多
、
鳴
呼
、
何
其
盛
也
、
山豆
非
聲
教
所
被
、
廉
趾
之
分
明
、
故
名
節
重
而
躇
義
勇
歎
。

と
あ

っ
て
、
節
烈
の
婦
女
が
国
家
か
ら
表
彰
さ
れ
、
下
層
階
級
に
至
る
ま
で

「節
烈
為
多
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
婦
女
徳
性

の
う
ち
で
節

烈
の
み
が
こ
と
さ
ら
重
視
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
婦
女
節
烈
重
視
の
傾
向
は
、
明

の
太
祖
洪
武
元
年
の
詔

　
　

　

令

に
、
「令
民
間
寡
婦
三
十
以
前
夫
亡
守
制
、
五
十
以
後
不
改
節
者
、
旌
表

門
閻
、
除
免
本
家
差
役
」
と
あ
る
よ
う
な
法
的
奨
励
を
行

っ
た
結
果

で
あ
る
が
、
こ
う
な
る
と
、
寡
婦
の
再
婚
な
ど
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な

っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
強
制
さ
れ
た
節
婦

・
烈
女
が
輩
出
す
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
婦
女
徳
性
を
め
ぐ
る
思
想

・
政
治
に
よ

っ
て
、
清
朝
の
婦
徳
観
念
は
非
常
に
狭
め
ら
れ
た
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
は
祠
な
ど
に

　
　

　

よ

っ
て
祭
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
形
式
化

・
宗
教
化
さ
れ
る
も
の
と
な

っ
た
。

以
上
は
正
史
列
女
伝
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
重
視
す
る
婦
女

の
徳
性
の
推
移
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
降
る
と
と
も
に
次
第
に
国

家
の
婦
女
徳
性
重
視
の
傾
向
が
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
劉
向

の

『列
女
伝
』
よ
り

『明
史
』

の
そ
れ
に
至
る
長

い
変

　
ヨ

　

遷
の
過
程
に
お
い
て
、
最
初
は
幅
の
広
い
内
容
を
含

ん
で
い
た
婦
女
徳
性
が
、
時
代

の
推
移
と
と
も
に
偏

っ
て
、

つ
い
に
は
殆
ど
節
烈
の
徳
目
の

み
に
絞
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
明
清
期
に
な
る
と
、
国
家
の
期
待
す
る
婦
女
像
の
基
本
は
節
烈
婦
女

の
み
と
な
る
の
も
当

然
で
あ

っ
た
。

2

宗
族

の
婦
女
節
烈
重
視

前
節
で
述

べ
た
よ
う
な
国
家
の
婦
女
節
烈
重
視
の
傾
向
の
下
に
お

い
て
は
、
宗
族
社
会
は
婦
女

の
徳
性
に
つ
い
て
如
何
な
る
態
度
を
取

っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
従
来
、
宗
族
社
会
に
お
け
る
婦
女
問
題
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
主
に
婦
女

の
祖
先
祭
祀
権
や
宗
族
財
産
継
続

権
の
問
題
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
観
が
あ

っ
て
、
宗
族
社
会

の
婦
女
徳
性
に
対
す
る
態
度
乃
至
は
寡
婦
の
扱

い
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
は
ま
だ
充

分
に
な
さ
れ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
国
家

の
婦
女
節
烈
重
視
政
策
に
伴

っ
て
、
宗
族
社
会

の
婦
女
徳
性
に
対
す
る
態
度
や
寡
婦

の

扱
い
が
如
何
に
変

っ
た
か
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

古
代
よ
り
以
来
儒
教
倫
理
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
の
ち
、
寡
婦
の
再
嫁
は
宗
族
社
会

の
道
徳
風
俗
を
損
な
う
も
の
と
し
て
白
眼
視
さ
れ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
十
八
世
紀

の
頃
に
至
る
ま
で
、
多
く

の
場
合
に
お
い
て
は
、
貧
困
層
の
寡
婦
は
自
活
す
る
た
め
に
、
再
婚
の
道



を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
当
然
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
を
除
く
と
、
寡
婦
は
榿
教
を
守

っ
て
節
を
守
り
節
婦
と
な
る
の
で
あ
り
、

或
は
夫

の
死
に
殉
じ
て
烈
女
と
な
る
の
で
あ

っ
た
。
再
婚
を
選
ぶ
か
寡
婦
を
通
す
か
、
彼
女
た
ち
の
選
択
は
、
ス
ー
ザ
ン

・
マ
ン
氏
に
よ
る
と
、

　
け

　

家
族
形
態

に
よ
っ
て
変

っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
寡
婦
を
め
ぐ
る
社
会
状
況

は
大
き
く
変
化
し
て
、

寡
婦
が
再
婚
を
選
ぶ
か
寡
婦
を
通
す
か
の
選
択
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
、
寡
婦
す
な
わ
ち
守
節
寡
婦
ば
か
り
が
激
増
し
た
。
そ
の
原
因
は

と
く
に
国
家
が
守
節
の
寡
婦
を
表
彰
す
る
旋
表
制
度
を
大
い
に
施
行
し
た
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
国
家

の
旌
表
政
策
を
承
け
た
宗
族
社
会

の
寡
婦
に

対
す
る
態
度
や
倫
理
観
と
も
深
く

つ
な
が

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

十
八
世
紀

の
頃
よ
り
宗
族
社
会
が
儒
教
倫
理
を
信
奉
す
る
と
と
も
に
、
国
家

の
婦
女
徳
性
重
視
す
な
わ
ち
守
節
寡
婦
旌
表

政
策
を
受
け
入
れ
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
宗
族
の
婦
女
徳
性
に
対
す
る
態
度
と
く
に
寡
婦
に
対
す
る
態
度
は
大
き
く
変

っ
て
画

一
的
で
狭
量
と
な

っ
た
。
寡
婦
が
再
婚
す

れ
ば
道
徳
倫
理
観
に
よ
っ
て
賎
視
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
宗
族
内
に
お
け
る
寡
婦
の
諸
権
利
や
往
来
ま
で
も
奪

っ
た
。
例
え
ば

「山
陰
安
昌
徐
氏

宗
譜
」
巻

二
、
家
教
に
、

寡
婦
或
有
青
年
不
能
矢
志
者
、
改
酷
後
不
許
往
來
、
違
者
罰
其
子
及
舅
姑
伯
叔
。

　
め

　

と
あ
る
の
は
、
改
酷

(再
婚
)
し
た
寡
婦
に
つ
い
て
は
、
も
と
の
夫
族
と

の
往
来
を
禁
止
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
の
禁
を

守
ら
せ
る
た
め
に
、
禁
を
破

っ
た
夫
族
に
対
し
て
罰
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
罰
が
再
婚
婦
本
人
に
与
え

ら
れ
ず
に
夫
族
の
親
類

及
び
子
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
再
婚
婦
を
す
で
に
夫
族
か
ら
排
除
さ
れ
た
完
全
な
他
人
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
も
意
味

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

宗
族
社

会
に
お
い
て
は
、
婦
女
は
婚
姻
に
よ

っ
て
夫
族

の

一
員
に
組
入
れ
た
の
で
あ

っ
て

「昏
禮
者
、
將
合
二
姓
之
好
、
上
以
事
宗
廟
、
而
下

ロ
お

ね

以
縫
後
世
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
婦
女
は
婚
姻
に
よ
り
始
め
て
夫
妻

一
体
の
関
係
の
下
に
祖
先

の
祭
祀
権
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
し

　
レ

　

か
し
、
逆

に
婦
女
が
再
婚
す
れ
ば
、
「婦
人
再
礁
、
義
與
廟
絶
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
廟
と
の
絶
交
を
伝
え

て
、
宗
族
の
寡
婦
再
婚
に
対
す
る
態

度
を
鮮
明
に
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
「薫
山
管
氏
宗
譜
」
巻
四
、
祠
規
に
は
、

族
中
婦
女
、
新
婦
子
蹄
及
元
旦
冬
至
、
入
祠
拝
謁
、
宗
婦
如
係
再
酷
、
宗
女
如
係
再
嫁
者
、
皆
為
失
節
之
人
、
不
許
入
祠
行
禮
。

コ
ロ

ソ

と
あ
り
、
ま
た

「桂
林
張
氏
族
譜
」
巻
末
、
祠
規
に
は
、

嬰
妻
者
三
日
、
翁
姑
率
同
新
婦
赴
祠
獣
茶
拝
見
、
翁
姑
先
拝
、
新
夫
婦
後
拝
、
如
無
翁
姑
者
、
主
婚
之
伯
叔
代
之
、
若
嬰
再
酷
之
婦
、
不
必

入
祠
拝
見
。



へ
　

へ

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
族
規
は
、
婦
女
の
再
婚
が

「失
節

の
人
」
と
見
な
さ
れ
、
再
婚
の
婦
女
に

つ
い
て
は
宗
廟
で
の
祭
り
を

許
さ
な
か
っ
た
こ
と

を
伝
え
る
も

の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
宗
族
社
会
は
旧
来
の
倫
理
観
の
上
に
国
家
の
婦
女
徳
性
重
視
政
策
を
受
け
入
れ
て
、

再
婚
婦
女
に
対
す
る

厳
格
な
態
度
を
表
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

一
見
不
思
議
な
の
は
再
婚
婦
女
を
嬰

っ
た
夫
に
対
す
る
対
応
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
と

も
か
く
も
こ

の
よ
う
に
宗
族
社
会
の
再
婚
婦
女
に
対
す
る
態
度
は
厳
格
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
再
婚
婦
女

の
身
没
し
た
後
、
族

譜
内
に
は
彼
女
た
ち
の
伝
記
を
載
せ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
「茗
洲
呉
氏
家
記
」
巻

一
、
議
例
に
、

改
適
者

不
書
、
女
之
改
適
者
不
書
、
著
不
順
也
、
流
去
而
背
之
也
。

　
　

　

と
あ
り
、
「考
亭
朱
氏
文
献
全
譜
」
第

一
本
、
譜
例
に
、

嬬
婦
來
嫁
者
不
録
、
醜
之
也
。
(中
略
)
再
嫁
者
不
録
、
働
女
節
。

　
ぬ

　

と
あ
り
、
「潜
陽
呉
氏
宗
譜
」
巻

一
、
凡
例
に
、

婦
人
夫

死
有
子
再
酷
、
則
不
並
書
干
未
後
、
以
義
絶
也
、
止
干
子
傳
下
書
嫁
母
某
氏
所
出
、
以
子
不
得
絶
母
也
。

　
ぴ

　

と
あ
り
、
「黄
氏
宗
譜
」
巻

一
、
凡
例
に
、

配
夫
死
改
嫁
、
義
與
廟
絶
、
本
傳
内
只
書
配
某
氏
、
不
詳
生
卒
、
以
示
懲
也
。

　
お

　

と
あ

っ
て
、

こ
れ
ら
数
條
の
族
規
に
よ
る
と
、
再
婚
の
寡
婦
が
族
譜
内
で
留
名
或
は
留
伝
の
資
格
を
失

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
総
じ
て
言
え
ば
、

宗
族
社
会

の
再
婚
婦
女
に
対
す
る
態
度
は
狭
量
で
画

一
的
に
厳
格
で
あ
り
、
再
婚
婦
女
は
宗
族
社
会
に
お

い
て
は
公
的
地
位
を
殆
ど
認
め
ら
れ
て

い
な
か

っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。

宗
族
社
会

の
再
婚
婦
女
に
対
す
る
態
度
が
厳
し
か

っ
た
の
は
、
明
ら
か
に
国
家
の
守
節
寡
婦
旌
表

政
策
の
影
響
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
清
朝

に
入

っ
て
国
家
が
寡
婦
の
強
嫁
の
禁
令
を

一
段
と
厳
し
く
し
た
政
策
の
影
響
も
大
き

い
と
思
わ
れ
る
。
『大
清
律
例
増
修
統

纂
集
成
』
巻

一
一
、

戸
律
婚
姻
、
居
喪
嫁
嬰
に
は
、
寡
婦
強
嫁
に
つ
い
て
、

其
夫
喪

服
漏
、
果
願
守
志
、
而
女
之
祖
父
母

・
父
母
及
夫
家
之
祖
父
母

・
父
母
強
嫁
之
者
、
杖
八
十
、
期
親
加

一
等
、
大
功
以
下
又
加

一
等
、

婦
人
及
嬰
者
倶
不
坐
、
未
成
婚
者
追
蹄
前
夫
之
家
、
聴
從
守
志
、
追
還
財
禮
、
已
成
婚
者
、
給
与
完
聚
、
財
禮
入
官
。

　
ふ

キ

　
　

ロ

と
規
定
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を
唐
律
或
は
明
律
と
比
較
す
る
と
、
寡
婦

の
祖
父
母

・
父
母
及
び
夫
家
の
祖
父
母

・
父
母
ま
で
も
が
寡
婦
強
嫁
に
よ

っ
て
厳
罰
に
処
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
寡
婦
の
守
節
は
強
嫁
の
禁
令
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
族
表
制
度
に
よ

っ
て
奨
励
さ
れ
る
の
で
あ
る



か
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
宗
族
社
会
は
寡
婦
守
節
に
対
す
る
態
度
を
い
よ

い
よ
画

一
的
に
鮮
明
に
し
た
も
の
も
明
ら
か

で
あ

っ
た
。

・

宗
族
社
会

は
再
婚
婦
女
に
冷
淡
で
厳
し
か

っ
た
の
と
は
対
照
的
に
守
節
寡
婦
す
な
わ
ち
節
烈
婦
女
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
保
護
し
た
。

宗
族
社
会
の
婦
女
節
烈
重
視

の
態
度
は
、
宗
族
が
族
内

の
守
節
寡
婦
の
旌
表

を
申
請
し
た
こ
と
や
族
譜
に
守
節
寡
婦
の

「立

名
立
傳
」
を
積
極
的

に
残
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
歴
然
と
し
て
い
る
。
「山
陰
安
昌
徐
氏
宗
譜
」
巻
二
、
徐
氏
義
倉
規
條
に
、

表
揚
凡
孝
子
貞
婆
、
例
施
而
無
力
上
請
者
、
倉
中
代
為
請
施
懸
額
。

と
あ
り
、
ま
た

「大
阜
藩
氏
支
譜
」
巻
二
十
、
松
鱗
荘
績
訂
規
條
に
、

婦
女
貞

孝
節
烈
、
朝
廷
有
旋
表
之
例
、
必
由
鄭
里
親
族
出
具
切
結
、
呈
請
學
縣
層
遽
、
韓
詳
督
撫

・
學
政
、
會
街
題
奏
、
冊
結
盗
部
、
彙
核

覆
奏
。

(中
略
)
然
本
人
無
力
或
致
塞
於
上
聞
、
浬
没
不
彰
、
嗣
後
主
政
公
支
下
婦
女
、
若
守
貞
節
、
族
都
成
知
者
、

由
支
総
取
具
里
鄭
親

族
切
結
、
具
啓
報
荘
彙
呈
、
以
免
向
隅
而
遵
功
令
。

と
あ
る
の
睡
、
宗
族
が
族
内
の
表
彰
を
求
め
る
能
力
の
乏
し
い
節
烈
婦
女
の
た
め
に
、
旌
表

を
申
請
し
え
た
こ
と
を
伝
え

る
も

の
で
あ
る
。
旌
表

は
守
節
寡
婦
自
身
に
と

っ
て
大
き
な
名
誉
で
あ

っ
た
だ
け
で
な
く
、
宗
族
に
と

っ
て
も
地
方
社
会
に
お
け
る
名
誉
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
節
婦
の

た
め
に
旌
表

の
申
請
を
代
行
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
ゆ
え
に
族
内
の
節
婦
に
保
護
を
加
え
、
節
婦
が
身
没
し
た
後
に
は
族
譜
に
立
名
立
傳
を

れ
　

残
す
こ
と
と

し
た
の
で
あ
る
。

禮
教
は
宗
族
社
会
の
倫
理
的
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
上
下

・
尊
卑
の
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
た
。

こ
の
倫
理
構
造
の
下
で

は
、
婦
女
は

つ
ね
に
宗
族

の
最
低
位
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
寡
婦
と
な

っ
た
婦
女
は
、
国
家
の
旌
表

政
策
や
そ
れ
を
受
け

た
宗
族
社
会

の
狭
量
画

一
的
態
度
に
よ

っ
て
さ
ら
に
そ
の
地
位
が
制
約
さ
れ
た
弱

い
も
の
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
と
も
と
彼
女
た

ち
は
舅
姑

の
面
倒
を
見
、

子
女
と
情
的
な
絆
を
結
び
、
禮
教
に
対
し
て
決
し
て
背
か
ぬ
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
守
節
寡
婦
の
道
を
選
ぶ
外

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
寡
婦
を
め
ぐ
る
状
況
に
加
え
て
、
国
家
が
婦
女
徳
性
の
中
で
も
婦
女
節
烈
を
重
視
す
る
旌
表

制
度
を
強
力
に
推
進
し
、
宗
族
社

会
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
寡
婦
た
る
者
は
節
婦
た
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と

い
う
事
態
に
近
づ
く
の
は
全
く
当
然
で
あ

っ
た
。

考
え
て
み
る
と
、
清
朝
は
節
烈
婦
女

の
旌
表
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
榿
教
国
家
と
し
て
の
体
面
を
保
と
う
と
し
た

の
で
あ
る
が
、
婦
女

の

立
場
よ
り
見
れ
ば
、
国
家
と
宗
族

の

一
致
し
た
婦
女
節
烈

の
重
視
に
よ
っ
て
、
寡
婦
す
な
わ
ち
節
婦
の

一
本
道
を
自
己

の
意
志
と
は
殆
ど
関
係
な

く
自
動
的
に
辿
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
国
家

・
宗
族
に
よ
る
婦
女
徳
性
乃
至
は
寡
婦
に
対
す
る
完
全

な
る
規
制
で
あ

っ
て
、



婦
女
の
社
会

的
地
位
は
よ
り

一
層
低
落
を
し
た
と
い
う
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

婦
女
旌
表
制
度
の
形
成

1

明
代

ま
で
の
婦
女
旌
表

制
度

前
節
に
お

い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
節
烈
の
徳
性
は
宗
族
社
会
に
お

い
て
相
当
に
尊
重

・
重
視
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
儒
教
倫
理
に
基
く
も
の
で

は
あ
る
が
、
国
家
の
節
烈
婦
女
の
重
視
や
旌
表

政
策
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。
清
朝
の
地
方
志
に
登
場
す
る
列
女
伝
の
記
載

は
殆
ど
節
婦

・
烈
女
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
清
朝
が
儒
教
倫
理
の
価
値
を
重
ん
じ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
そ
の
具

体
的
な
社
会
教
化
政
策
が
節
烈
婦
女
の
旌
表

制
度
で
あ

っ
た
。
本
節
で
は
、
ま
ず
清
朝
以
前

の
旌
表
を
概
観
し
、
そ
れ
が
清
朝
で
は
如
何
に
変
化

し
て
行

っ
た
か
を
考
察
し
、
そ
の
上
で
旌
表

制
度
の
功
罪
と
く
に
旌
表

制
度
が
婦
女
に
と

っ
て
如
何
な
る
意
義
を
果
た
し
た

か
を
も
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
と
思
う
。

旌
表

と
は
、
国
家
が
孝
義
貞
順
な
ど
の
徳
性
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
坊
を
建
て
扁
額
を
賜
与
し
て
表
彰
す
る
こ
と
で
あ
り

、
こ
の
旌
表

と
い
う

手
段
を
通
し
て
、
歴
代
の
国
家
は
庶
民
の
教
化
を
実
現
し
て
き
た
。
も
と
も
と
の
旌
表

は
忠
臣

.
義
士
に
対
す
る

一
種
の
奨
励
策
で
あ
り
、
の
ち

旌
表

の
範
囲
は
次
第
に
拡
大
さ
れ
、
ま
た
単
に
男
子
に
限
ら
れ
ず
、
女
子
に
も
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
婦
女
に
対
す
る
旌
表

は

　
お

へ

非
常
に
限
定

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
殆
ど
節
婦
或
い
は
烈
女
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

'

婦
女
の
旌
表

は
秦
の
始
皇
帝
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
例
は
当
時
の
金
石
文
の
中
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
時
期

に
お
い
て
は
そ
れ
は

婦
女
の
淫
侠
を
禁
止
す
る
の
が
主
な
目
的
で
あ
り
、
婦
女
が
貞
節
を
守
る
こ
と
は
、
後
世
ほ
ど
厳
し
く
要
求
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

漢
代
に
入
る
と
、
儒
教
の
確
立
に
よ
り
朝
廷
が
初
め
て
法
令
に
よ
っ
て
婦
女
の
旌
表

を
行
う

こ
と
と
な

っ
た
。
『漢
書
』
巻
八
、
宣
帝
紀
に
は
、

(神
爵

四
年

)
夏
四
月
。
(中
略

)
穎
川
吏
民
有
行
義
者
爵
、
人
二
級
力
田

一
級
、
貞
婦
順
女
吊
。

と
あ

っ
て
、
宣
帝
が
貞
婦

・
順
女
に
吊
を
賜

っ
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
が
、
後
世
の
貞
婦
旌
表

は
こ
れ
に
始
ま
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
後
漢

ね

　

の
安
帝
の
元
初
元
年
及
び
元
初
六
年
に
も
婦
女
旌
表

を
行
う
詔
令
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
、
貞
女

・
節
婦
の
旌
表

制
度
が
定
着
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
時
代
を
降
る
と
、
婦
女
族
表
制
度
は
定
制
化
し
て
、
北
周

の
宣
帝
の
詔
に
、



詔
制
九

條
、
宣
下
州
郡

(中
略
)、
五
日
孝
子
順
孫
、
義
夫
節
婦
、
表
其
門
閾
、
才
堪
任
用
者
、
即
宜
申
薦
。

と
あ

っ
て
、

「孝
子
順
孫
、
義
夫
節
婦
」
と
並
ん
で
、
国
家
旌
表

の
主
な
対
象
と
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
降

っ
て
階
唐
時
代
に
な
る

へ
お

　

と
、
こ
れ
ら

の
旌
表

に
際
し
て
は
、
併
せ
て
課
役
が
免
除
さ
れ
る
恩
典
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

宋
代
に
入

っ
て
、
思
想
風
潮
の
影
響
を
受
け
、
婦
女
の
節
烈
が

一
段
と
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
家
の
婦
女
旌
表

制
度
は
整
備
さ
れ
て
、

よ
り
広
範
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
北
宋

の
英
宗
治
平
三
年
の
詔
に
、

鷹
天
下
義
夫
節
婦
、
孝
子
順
孫
、
事
状
灼
然
、
為
衆
所
推
者
、
委
逐
庭
長
吏
按
験
奏
聞
、
當
與
旌
表

門
閻
。

と
あ
り
、
ま
た
徽
宗
宣
和
七
年
に
、

南
郊
制
、
如
有
曾
被
旌
表

門
聞
者
、
侃
依
式
建
立
、
以
示
激
勧
、
慮
天
下
義
夫
節
婦
、
孝
子
順
孫
、
委
所
在
長
吏
常
加
存
値
、
事
状
顯
著
者
、

具
名
奏

聞
。

　
あ

　

と
あ
る
の
は
、
婦
女
旌
表

の
広
範
な
施
行
を
伝
え

る
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
旌
表

を
受
け
る
婦
女
の
氏
名

・
行
状
を
地

方
官
よ
り
朝

廷
に
奏
聞
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
旋
表
手
続
き
の
整
備
は
、
広
範
な
旌
表

の
施
行
に
際
し
て
必
要
な
こ
と

で
は
あ

っ
た
が
、
明
清
時
代
に
お
け
る
複
雑
に
し
て
煩
環
な
旌
表

制
度

の
先
駆
と
な

っ
た
。

明
代
に
入
り
、
婦
女
旌
表

政
策
が
さ
ら
に
普
及
す
る
と
、
婦
女
旌
表

制
度
の
内
容
は
さ
ら
に
細
か
く
規
定
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
『大
明
会

典
』
巻
七
九
、
旌
表

に
、

洪
武
元
年
令
、
凡
孝
子
順
孫
、
義
夫
節
婦
、
志
行
卓
異
者
、
有
司
正
官
學
名
、
監
察
御
史

・
按
察
司
髄
覆
、
轄
達
上
司
、
旌
表

門
閻
。

と
あ
る
の
は
、
節
婦
を
地
方
官
に
推
薦
さ
せ
、
監
察
御
史

・
按
察
司
の
調
査
を
経
て
朝
廷
に
韓
達
上
申
さ
せ
る
と

い
う
旋
表
手
続
き
が
採
ら
れ
た

こ
と
を
述

べ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
節
婦
た
る
認
定
条
件
も
厳
し
く
な

っ
て
、
同
書
同
巻
に
、

令
民
間
寡
婦
三
十
以
前
夫
亡
守
制
、
五
十
以
後
不
改
節
者
、
旌
表

門
闘
、
除
免
本
家
差
役
。

と
あ
る
の
は
、
寡
婦
が
三
十
歳
以
前
に
夫
を
亡
く
し
て
、
五
十
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
節
を
守

っ
た
場
合
に
節
婦
と
認
定
し
、
そ
の
門
閾
を
表
彰
し
本

家
の
差
役
ま

で
も
免
除
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
寡
婦
は
若
く
し
て
夫
を
亡
い
二
十
年
以
上
の
節
を
守

っ
て
、
初
め
て
旌
表

を
求
め
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
明
代

の
節
婦
の
旌
表

は
、
た
だ
門
閏
の
名
誉
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
差
役
免
除
と

い
う
実
際
的
利
益
さ
え

得
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
婦
女
旌
表

制
度

の
整
備
と
差
役
免
除

の
特
典
は
明
代
旌
表

の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
差
役
免
除
の
特
典
は
程
な



く
節
婦
旌
表

を
め
ぐ
る
不
正
を
誘
発
し
た
の
で
、
明
朝
は
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
詔
令
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

成
化
元
年

奏
准

(
中
略
)
如
有
扶
同
、
妄
將
夫
亡
時
年
已
三
十
以
上
、
及
寡
居
未
及
五
十
婦
人
増
減
年
甲
、
學
保
者
被
人
首
獲
、
或
風
憲
官

籔
堪
得

出
、
就
將
原
保

・
各
該
官
吏

・
里
老
人
等
通
行
治
罪
。

と
あ
る
の
慶

、
民
間
や
官
吏
が
節
婦
旌
表

の
特
典
に
目
を

つ
け
、
寡
婦

の
年
齢
や
守
節
年
数
を
意
図
的
に
増
減
す
る
不
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
や
、

こ
れ
ら
の
偽

弊
が
摘
発
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
証
を
し
た
官
吏
や
里
老
人
な
ど
を
処
罰
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な

偽
弊
は
い
つ
ま
で
も
改
ま
ら
な

い
で
、
長
く
問
題
を
残
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

明
代

の
婦
女
腔
表
制
度
の
特
徴
と
な
る
も
の
と
し
て
、
外
に

「貞
烈
碑
」
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
明
の
武
宗

の
時
、
山

西
地
方
な
ど
に
お
い

　
あ

　

て
賊
を
拒
み
死
を
選
ん
だ
貞
烈
婦
女
に
対
し
て
、
磧
葬

の
た
め
に
銀
両
を
支
給
し
貞
烈
碑
を
建
て
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
明
代
に
お
け
る

婦
女
旌
表

の
方
法
と
し
て
の
貞
烈
碑
は
後
ま
で
引
き
継
が
れ
て
、
清
朝
は
そ
の
対
象
を
節
婦
に
も
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
規
模
を

「
專
坊
」
や

「総
坊
」
な

ど

(
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
に
ま
で
変
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
古
代
よ
り
明
代
に
至
る
ま
で
の
婦
女
の
旌
表

を
検
討
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
婦
女
節
烈
の
重
視
に

つ
れ
て
、
表
彰
の
方

法
や
手
続
き

、
節
婦
資
格

の
認
定
な
ど
の
制
度
規
定
が
漸
次
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
旌
表

の
特
典
実
益
に
伴

っ
て
、
そ
の
不
正
受

給
が
横
行
し
た
の
は
、
何
時
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
制
度
運
用
上
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

2

清

代

の

婦

女
旌
表

制

度

清
代

の
婦
女
族
表
制
度
は
明
代
ま
で
の
制
度
を
受
け
継

い
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
拡
大
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
『大
清

(光
緒
)
会
典
事
例
』

(以
下

『会
典
』
と
称
す
)
巻
四
百
三
、
禮
部
旌
表

節
孝

一
に
、

諸
王
宗
室
毘
羅
内
、
有
孝
友
義
順
及
守
節
貞
烈
者
、
宗
人
府
藪
實
具
奏
、
交
禮
部
題
請
旌
表

、
直
省
孝
子
順
孫
、
義
夫

節
婦
、
州
縣
官
申
府
、

府
申
道
、
道
申
巡
按
御
史
、
巡
按
御
史
藪
實
、
奏
請
下
部
察
勘
、
蝦
准
旌
表

。

と
あ

っ
て
、
順
治
九
年
、
王
室
貴
族
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
の
全
階
層
を
対
象
と
し
た
旌
表

規
定
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
清
代
の

腔
表
制
度
の
基
礎
が
固
ま
る
こ
と
と
な

っ
た
。

ω

婦
女
旌
表

の
種
類



清
代

の
婦
女
腔
表
は
婦
女
の
徳
行
に
よ

っ
て
分
類
さ
れ
、
ま
た
婦
女

の
属
す
る
身
分
階
層
に
よ

っ
て
も
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
婦
女

の
徳
行

に
よ
る
分
類
と
し
て
は
、
「
節
行
」
と

「
烈
行
」
に
分
け
ら
れ
、
次
に
婦
女

の
属
す
る
身
分
階
層
に
よ
る
分
類
と
し
て
は
、
「王
室
婦
女
」
「命
婦
」

　
　

ヤ

「営
伍
婦
女
」
「庶
民
婦
女
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で
は

『会
典
』

・

『実
録
』

・

『棺
案
』

の
三
書
を
中
心
と

し
て
、
清
代
に
お
け
る

婦
女
旛
表
制
度
を
種
類
を
追

っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

清
代
に
お

い
て
は
、
身
分
階
層
に
よ

っ
て
旌
表

制
度
が
分
か
た
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
王
室

の
婦
女

の
旌
表
に

つ
い
て
簡
単
に
み
る
と
、
清
朝
は

彼
女
ら
に
際
立

っ
て
手
厚

い
旌
表
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
王
室
と
の
親
疏
関
係
に
よ
り
賜
与
さ
れ
る
銀
数
と
椴
数
に
よ
っ
て
如
実
に
見
て
取

ぷ
　

　
い
　

れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
た
親
王
の
妾
縢
な
ど
が
殉
死
し
た
場
合
に
は
、
禮
部
に
よ

っ
て
祭
り
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
庶
民
層
の
妾
縢
に

つ
い

て
は
殆
ど
見
受
け
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。

れ

　

次
に
命
婦

(封
号
を
受
け
た
婦
人
の
称

)
の
旌
表

に
つ
い
て
み
る
と
、
命
婦
は

「凡
婦
人
巳
受
封
諾
者
、
不
予
旌
表

」
と

い
う
原
則
に
よ

っ
て

旌
表

は
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
雍
正
年
間
に
至

っ
て
、
監
察
御
史
沈
愁
華
に
よ
り

一
部
改
正

の
奏
議
が
提
出
さ
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ

れ
に
は
、

査
定
例
凡
婦
人
巳
受
詰
封
、
不
准
旌
表

、
因
此
節
孝
祠
中
遂
無
有
命
婦
得
而
從
祀
者
、
伏
思
命
婦
荷
能
節
孝
、
即
於
祠
祀
為
宜
。

れ

　

と
あ

っ
て
、
命
婦
に
は
旌
表

が
与
え
ら
れ
な
い
の
で
、
節
孝
祠
に
祭
れ
ず
、
節
烈
旌
表

の
趣
旨
に
合
わ
ぬ
点
が
あ
る
と
述

べ
、
さ
ら
に
続
い
て
、

請
皇
上
勅
下
禮
部
、
將
命
婦

一
項
増
入
節
孝
祠
中
、
量
其
情
事
之
難
易
、
酌
其
年
限
之
久
近
、
著
為
定
例
、
載
諸
祀
典
、
嗣
後
各
直
省
地
方
、

凡
命
婦
嬬
居
、
巳
慮
施
法
者
、
除
照
奮
不
旌
表

外
、
身
故
之
後
准
其

一
膿
入
祠
。

と
あ

っ
て
、
命
婦
は
施
典
を
与
え
な
く
て
も
、
身
没
し
た
後
に
は
節
孝
祠
に
入
れ
て
祭
祀
す
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
続

い
て
節
孝

祠
に
て
祭

る
べ
き
命
婦
の
三
種
類
を
挙
げ
、
旌
表

の
義
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
雍
正
帝
は
こ
の
奏
摺
に
対
し
て
は
な

ん
ら
諭
旨
を
下
さ
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
『会
典
』
雍
正
十
三
年

の
条
に
、
守
節
し
た
寡
婦
が
子
供
の
栄
達
に
よ
り
詰
封
を
受
け
て
命
婦
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
腔

表
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
沈
慰
華

の
意
見
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
、
命
婦
旌
表

の
規
定
が
実
情
に
合
う
よ
う
に
緩
和

さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

続

い
て
庶
民
階
層
の
婦
女

の
節
行
と
烈
行
の
旌
表

を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
婦
女
旌
表

の
中
で
も
も
っ
と
も
多
く
の
部
分
を
占
め
て
い
た
の
で
、

清
朝
は
非
常
に
詳
し
く
規
定
し
て
い
る
が
、
先
の
婦
女
徳
行
の
分
類
に
従

っ
て
そ
の
旌
表

規
定
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。



庶
民
婦
女

の
節
行
に
対
し
て
旌
表

が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
順
治
帝
の
時
期
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
こ
の
規
定
に
基
き
、
時
代

の
降
る
と
と
も
に
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず

「節
婦
」
た
る
資
格

の
規
定
に

つ
い
て
み
る
と
、
順
治
十
八
年

の
詔
令
に
は
、
「満
漢
節

ヘ
ハ

　

婦
、
准

一
髄

給
米
」
と
あ

っ
て
、
満
漢
の
節
婦
に
対
し
て
経
済
的
な
援
助
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
節
婦
と
し
て
の
資
格
は
ま
だ
明
ら
か
で

な
い
。
し
か
し
、
康
煕
帝

の
時
期
に
入
る
と
、
『会
典
』
巻
四
百
三
、
康
煕
六
年

の
条
に
、

民
婦
三
十
歳
以
前
夫
亡
守
節
、
至
五
十
歳
以
後
完
全
節
操
者
、
題
請
旌
表

。

と
あ

っ
て
、
こ
れ
は
殆
ど
明
代
の
制
度
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
節
婦
た
る
の
資
格
が
規
定
さ
れ
、
こ
の
資
格
に
合
致
し
た
節
婦
だ
け
が

旌
表

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
守
節
二
十
年
、
至
五
十
歳
」
の
生
存
節
婦
の
資
格
規
定
に
付
加
し
て
、
死

亡
節
婦
の
資

格
が
緩
和

・
整
備
さ
れ
た
の
は
人
情
に
基
く
当
然
の
動
向
で
あ
ろ
う
か
。
雍
正
帝
元
年
の
時
に
、

節
婦
年

適
四
十
而
身
故
、
計
其
守
節
已
途
十
五
載
以
上
者
、
亦
鷹
酌
量
旌
表

(中
略
)
凡
有
節
義
之
人
、
從
前
因
無
力
、
不
能
上
達
者
、
悉

行
申
報

督
撫

・
學
臣
、
其
守
節
十
五
載
以
上
、
適
四
十
而
身
故
者
、
亦
令
各
該
地
方
官
擦
實
報
明
、

一
例
旌
表

。

　
ゆ

ね

と
あ
る
の
は
、
死
亡
し
た
節
婦
に
つ
い
て
は
守
節
年
数
を
や
や
短
く
し
て

「守
節
十
五
年
」
以
上
と
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も

の
で
あ

っ
て
、
明
ら

か
に
死
亡
節

婦
の
資
格
を
緩
和
し
て
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
亡
節
婦

の
資
格
緩
和
の
動
向
は
続
い
て
、
清
朝

の
中
後
期
に
な
る
と
、
さ
ら
に
大
幅
に
緩
和
さ
れ
、
道
光
四
年

に
は
、

議
准
安

徽
省
全
椒
縣
民
婦
王
楊
氏
、
守
節
十
三
年
身
故
、
按
照
成
例
計
少
二
年
、
雁
援
已
故
貞
女
不
拘
年
限
之
例
、
比

照
現
存
節
婦
二
十
年

例
限
之

半
、
定
為
守
節
十
年
、

一
膿
族
表
。

へ
ゆ

　

と
あ

っ
て
、
改
め
て

「
守
節
十
年
」

の
新
規
定
が
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
同
治
年
間
に
な
る
と
、

(
同
治
)
十
年
覆
准
、
嗣
後
嬬
婦
守
節
至
六
年
以
上
身
故
者
、

一
髄
旌
表

、
其
未
及
六
年
身
故
者
、
傍
行
拍
除
。

　
ゆ

　

と
あ

っ
て
、

「守
節
六
年
」

の
新
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
亡
節
婦
の
守
節
に
対
し
て
大
幅

な
資
格
緩
和
が
な
さ

れ
た
の
は
何

を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
亡
節
婦
に
対
す
る
同
情
だ
け
で
は
な
く
て
、
婦
女
旌
表

制
度
の
緩
和
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
清
朝
中
後

期
の
社
会

・
経
済
の
激
動
を
そ
の
背
景
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

節
婦
の
資

格
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
お
く
が
、
節
婦
旌
表

は
規
定
さ
れ
た
守
節
年
限
に
よ
り

一
律
に
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
際
に

守
節
の
間
に
お
け
る
孝
養

・
義
行
の
大
小
を
評
価
し
て
、
「.専
常
守
節
」
と

「
非
常
守
節
」
と
に
分
け
る
格
差
が
設
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
注
意



し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
乾
隆
十
四
年
に
、

禮
部
議
奏
旌
表

節
婦

(中
略
)
如
係
夫
亡
守
志
、
舅
姑
年
老
年
脩
、
婦
兼
子
職
、
奉
養
終
身
、
或
宗
眺
所
係
貌
孤
榮
子
、
撫
育
有
成
以
綿
嗣

績
、
或
外
迫
強
暴
殿
形
見
志
、
事
近
掲
躯
終
保
貞
潔
、
或
境
庭
軍
微
甘
心
薬
蓼
、
飢
寒
併
迫
乗
節
愈
堅
、
如
斯
之
類

、
孝
義
兼
全
、
随
窮
堪

閥
、
宜
為
表
彰
、
具
結
詳
報
督
撫

・
學
臣
、
乗
公
乗
査
、
彙
疏
題
請
旌
表

、
給
建
坊
銀
、
残
後
致
祭
祠
内
。

と
あ
る
の
庸
・
非
常
守
節
と
称
す
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
節
婦
が
至
苦
至
孝
に
よ
り
舅
姑

に
仕
え
る
な
ど
の
義
行
を
行

い
、
さ
ら
に
貞
操
を
保
て

ば
、
銀
両
を
給
与
し
て
坊
を
建
て
、
身
没
し
た
後
に
は
節
孝
祠
に
入
れ
て
祭
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
尋
常
守
節

の
場
合
に
は
、

尋
常
守
節

(中
略
)
既
経
守
節
合
例
、
亦
不
忍
令
浬
没
不
彰
、
磨
令
地
方
官
於
本
家
呈
報
時
、
核
其
年
例
相
符
、
詳
明
督
撫

.
學
臣
、
酌
量

給
扁
嘉
奨
、
附
疏
彙
題
、
傍
於
祠
内
統
建

一
碑
、
具
題
後
、
陸
績
鏑
刻
姓
氏
、
載
入
本
州
縣
志
、
母
庸
特
予
建
坊
設
位
奉
祀
。

と
あ

っ
趣
、
扁
額
を
与
え
る
と
と
も
に
、
祠
内

の
合
祠
の
碑
面
上
に
姓
氏
を
刻
入
し
て
祭
り
、
州
縣
志
に
記
載
す
る
だ
け

で
、
專
坊
を
建
て
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
扁
額
の
題
字
に
つ
い
て
は
、
翌
年
禮
部
の
覆
議
に
、

禮
部
議
覆
湖
北
巡
撫
唐
緩
祖
奏
稻
、
原
議
旌
表

尋
常
守
節
、
年
例
相
符
之
婦
、
督
撫

・
學
臣
給
扁
彙
題
、
刊
碑
載
志

、
伏
思
督
撫

.
學
臣
給

扁
嘉
奨
、
似
人
臣
得
操
表
揚
之
柄
、
且
扁
字
参
差
不
齊

(中
略
)
勅
内
閣
擬
字
給
扁
、
並
載
入
會
典
遵
行

(
中
略
)
。
尋
内
閣
撰
擬
字
様
進

呈
、
欽
定
清
標
形
管
四
字
。

と
あ

っ
廼
、
内
閣
に
て
撰
定
さ
れ
た

「清
標
形
管
」

の
字
様
が
撰
定
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

庶
民
婦
女

の
烈
行
に
対
し
て
は
、
当
然
な
が
ら

「節
行
」

の
よ
う
に
旌
表

が
与
え
ら
れ
た
。
烈
行
や
そ
の
旌
表

の
例
と

し
て
、
『会
典
』
康
煕

十

一
年

の
条

に
は
、

准
強
姦

不
從
、
以
致
身
死
之
烈
婦
、
照
節
婦
例
旌
表

、
地
方
官
給
銀
三
十
爾
、
聴
本
家
建
坊
。

と
あ
り
、
ま

た

『会
典
』
康
煕
五
十
二
年
の
条
に
は
、

民
間
貞
女
未
婚
、
聞
計
矢
志
、
守
節
絶
食
自
蓋
、
照
例
旌
表

。

と
あ

っ
て
、
婦
女
が
強
姦
を
拒
ん
で
死
ん
だ
り
、
婚
約
者
の
後
を
追

っ
て
殉
死
し
た
場
合
な
ど
を
烈
行
と

い
い
、
こ
れ
に
対
し
て
旌
表

を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。
烈
行
婦
女
に
対
す
る
旌
表

の
方
法
は
節
行

の
非
常
守
節

の
場
合
と
似
た
も
の
で
、
銀
三
十
両
を
給
し
て
、
節
孝
祠
内
に
坊
碑
を
建

て
る
こ
と
を
許
す
も

の
で
あ

っ
た
。



烈
行
及
び

そ
の
旌
表

の
要
点
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
、
明
ら
か
に
単
な
る
節
行
に
比

べ
て

一
瞬
に
生
命
を
か
け
た
過
激
な
行
為
で
あ

っ
た
た
め
、

よ
り
高
く
評
価
さ
れ
た
旌
表

が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
如
何
に
貞
操
倫
理
に
殉
ず
る
と
は
言
え
、

多
く
の
若

い
生
命
を
捨
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
夫
に
殉
死
す
る
場
合
に
は
舅
姑
子
女

へ
の
孝
養
問
題
が
残
り
、
強
姦

抵
抗
に
よ
る
殉
死
の

場
合
に
は
貞
操
名
誉
の
問
題
が
残
る
の
で
、
清
朝
は
慎
重
な
態
度
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
清
朝
は
節
烈
倫

理
を
盛
ん
に
提
唱
し

　
　

　

た
と
は
い
え

、
婦
女
の
生
命
が
無
為
に
失
わ
れ
る
の
に
忍
び
ず
、
し
ば
し
ば

「激
烈
輕
生
從
死
」
の
禁
令
を
出
す
こ
と
と
な

っ
た
。
雍
正
十
三
年

の
禁
令
に
よ
る
と
、

凡
烈
婦
輕
生
從
死
、
昔
年
聖
祖
仁
皇
帝
曽
降
旨
禁
止
、
朕
於
雍
正
六
年
又
降
旨
曉
諭

(中
略
)
今
敷
日
之
内
題
奏
殉
夫
蓋
節
之
烈
婦
烈
女
如

此
之
多

(中
略
)
嗣
後
若
概
予
旌
表

、
恐
韓
相
則
致
、
易
致
股
生
、
深
可
欄
側

(中
略
)
儂
宣
諭
之
後
、
傍
有
不
顧
躯
命
、
輕
生
從
死
者
、

不
必
概

予
旌
表

、
以
長
閻
閻
憤
激
之
風
。

　
ゼ

　

と
あ

っ
て
、
雍
正
帝
は
烈
婦
烈
女
に
つ
い
て
、
も
し
す
べ
て
に
族
表
を
与
え
れ
ば
、
さ
ら
に
数
多
く
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る

こ
と
に
な
る
の
を
畏

れ
て
、
「不
顧

躯
命
、
輕
生
從
死
者
、
不
必
概
予
旌
表

」
と
あ
る
よ
う
に
、
殉
死
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
雍
正

帝
の
殉
死
限
定
の
意
向
に
応
え
て
、
監
察
御
史
醇
翻
は
旌
表

に
値
す
る
殉
死
を
限
定
す
る
奏
摺
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
、

査
節
婦

例
准
旌
表

、
至
殉
烈
婦
女
於
例
禁
止
輕
生
、
而
督
撫
時
有
題
達
、
亦
格
外
恩
准

(中
略
)
惟
是
烈
婦
情
節
各
有
不
同
、
如
夫
亡
有
翁

姑
井
無

次
丁
侍
養
及
遺
孤
勢
須
撫
育
、
烈
婦

一
身
仰
事
傭
畜
之
責
、
山豆
宜
輕
生
從
死
。
若
無
翁
姑
或
有
人
侍
養
及
無
孤
可
撫
育
者
、
生
存
無

關
於
重
輕
、
就
義
有
光
於
名
教
、
是
同

一
殉
夫
也
、
而
彼
以
孝
養
撫
孤
為
大
、
死
或
輕
於
鴻
毛
、
此
以
潔
身
完
節
為
榮
、
死
或
重
於
泰
山
、

似
未
宜

一
例
禁
止
。

ら
お

　

と
あ

っ
て
、
舅
姑
子
女

の
い
る
寡
婦
は
孝
養

の
責
任
が
あ
る
の
で
、
軽
率
に
殉
死
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
孝
養
責
任
の
な

い
寡
婦
が
殉

死
の
道
を
選
ぶ
の
は
名
教
に
と

っ
て
き
わ
め
て
光
栄
な
こ
と
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
烈
行
婦
女
に
旌
表

を
与
え
る
か
否
か
の

具
体
策
に
つ
い
て
は
、

除
室
女

許
字
未
嫁
、
及
夫
亡
翁
姑
須
養
、
遺
孤
待
撫
、
傍
照
藷
例
禁
止
殉
身
外
、
如
井
無
翁
姑
或
翁
姑
有
人
侍
養
、
又
無
子
息
、
情
甘
掲
躯

赴
義
者
、
特
恩
准
予
旌
表

、
不
在
禁
例
。

と
述

べ
て
、
未
婚
女
子
と
舅
姑
子
女

の
い
る
寡
婦
に
は
殉
死
を
厳
禁
し
て
旌
表

を
与
え
ず
、
舅
姑
子
女
の
い
な

い
寡
婦
に
は
殉
死
を
許
し
て
族
表



を
与
え
る

こ
と
と
し
た
。
こ
の
酵
翻
の
奏
摺

の
要
旨
は
、
そ
の
後
採
用
施
行
さ
れ
た
よ
う
で
、
次
の
乾
隆
帝
年
間
の
未
婚
女
子
の
殉
死
旌
表

の
事

例
に
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち

『会
典
』
乾
隆
元
年

の
条
に
、

順
天
府
サ
以
未
婚
之
女
自
織
殉
夫
、
題
請
族
表
、
経
部
定
議
、
節
烈
輕
生
、
事
在
奉
旨
禁
止
之
後
、
不
便
准
施
具
題
、
奉
旨
、
著
加
恩
旌
表

。

と
あ

っ
て
、

一
度
は
旌
表

不
与
が
議
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
輕
堂
從
死
の
禁
令
が
あ
り
な
が
ら
、
情
に
流
さ

れ
て
殉
死
者
に
旌
表

を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に
営
伍
婦
女
に
対
す
る
旌
表

を
検
討
す
る
。
営
伍
婦
女

の
旌
表

は
順
治
帝

の
時
に
始
ま

っ
た
が
、
と
く
に
十
年

の

「
旌
表
節
孝

(中

略
)
漏
州
蒙
古
漢
軍
、
支
戸
部
庫
銀
三
十
爾
、
聴
其
自
行
建
坊
」
と
あ
る
規
定
か
ら
見
る
と
、
営
伍
婦
女
の
節
行
或
い
は
烈
行
に
対
し
て
は
早
く

か
ら
戸
部
よ
り
三
十
両
の
銀
が
給
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
三
十
両
の
支
給
が
の
ち
に
拡
大
さ
れ
て
、
「
建
坊
銀
」
或

い
は

「坊

銀
」
と
称

さ
れ
る
も
の
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
額
が
三
十
両
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
こ
に
始
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
営
伍

の
婦
女
に
対
す
る
旌
表

は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
雍

正
帝
の
頃
で
あ
る
。
そ

の
端
緒
と
な

っ
た
の
は
、
広
西
提
督
署
都
督
倉
事

の
韓
良
輔
の
奏
摺
で
あ

っ
て
、
彼
は
、

査
醇
西
毎
年
題
報
節
烈
倶
係
民
婦
、
而
螢
伍
節
烈
從
未
得
與
施
典
、
蓋
因
墾
報
必
由
生
員
具
呈
、
教
官
具
結
、
而
生
員
之
與
兵
丁
出
入
居
庭

既
別
、
聲
氣
又
不
相
通
、
至
於
教
官
尤
與
兵
丁
毫
無
關
渉
、
是
以
螢
伍
中
難
有
苦
節
、
從
未
得
趣
施
典
、
臣
思
螢
兵
惟
籍
糧
餉
資
生
、
若
兵

故
糧
除
、
則
其
妻
子
必
更
加
貧
竃
、
設
其
中
有
飲
氷
茄
藥
、
矢
志
働
操
之
節
婦
、
其
銀
辛
之
状
、
較
民
婦
更
甚
、
尤
宜
奨
働
、
以
働
苦
節
、

以
奮
士
氣
。

と
あ
る
よ
う
ゆ
・
広
西
地
方

の
節
烈
旌
表

者
は
殆
ど

一
般
の
民
婦
に
限
ら
れ
て
い
て
、
営
伍
婦
女
は
旌
表

を
受
け
る
者
が
少

い
と
述
べ
、
そ
の
主

な
原
因
は
旌
表

申
請
の
不
備
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ま
で
の
旌
表

は
み
な
地
方
の
生
員

・
教
官
よ
り
上
司
に
申
請
さ
れ
る
が
、

生
員

・
教
官
と
営
伍
の
民
と
の
往
来
が
頗
る
少
な
か

っ
た
た
め
、
営
伍
婦
女

の
旌
表
申
請
が
多
く
脱
落
し
て
い
た
と
言
う

の
で
あ
る
。
彼

の
奏
摺

　

　

に
対
し
て
雍
正
帝
は
次
の
よ
う
な
改
善

の
諭
令
を
下
し
た
。

(雍

正
三
年
三
月
乙
卯
)
上
諭
九
卿
等

(
中
略
)
毎
見
直
省
畢
報
節
行
、
倶
係
民
間
婦
女
、
而
螢
伍
中
人
絶
少
、
山豆
施
典
例
由
生
員
呈
教
官

具
結

、
與
兵
丁
聲
氣
紗
不
相
通
、
無
由
墾
報
耶
、
嗣
後
必
使
兵
民

一
艦
、
凡
螢
伍
中
節
行
貞
烈
之
婦
女
、
蓋
得
墾
報

、
不
致
冒
濫
、
亦
不
致

隙
漏

、
以
副
朕
廣
働
風
節
至
意
。



こ
の
よ
う
な
諭
令
だ
け
で
は
、
営
伍
婦
女
の
旌
表

申
請

の
具
体
策
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
雍
正
帝
の
積
極
的
な
態
度

に
よ

っ
て
、
営
伍
婦
女
に
対
す
る
節
烈
旌
表

は
よ
う
や
く
整

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
は
清
代
に
お
け
る
婦
女
旌
表

の
種
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
で
あ
る
。
要
す
る
に
清
代

の
婦
女
旌
表

制
度
は
身
分
階
層

に
よ
り
分
け
ら
れ
て

い
て
、
そ
の
間
に
か
な
り
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
重
点
は
庶
民
婦
女
の
と
く
に

「
節
行
」
に
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
よ
う
。
ま
た
時
代

の
推
移
と
と

も
に
そ
の
細
則
規
定
は
か
な
り
修
正
し
運
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
婦
女
旌
表

制
度
を
め
ぐ

っ
て
は
、
旌
表

の
種
類

や
内
容
な
ど

の
外
に
さ
ら
に
問
題
点
が
多

い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
制
度
に
伴
う
具
体
的
問
題
点
と
し
て
と
く
に
建
坊
銀
、
節

孝
祠
及
び
旌
表

申
請
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

働

建
坊
銀
と
節
孝
祠

清
代

の
節
烈
婦
女
に
対
す
る
旌
表

の
方
法
は
、
扁
額
の
賜
与

・
建
坊
銀
の
給
与

・
節
孝
祠
に
お
け
る
祭
祀
な
ど
で
あ

っ
た
。
尋
常
守
節
の
節
婦

に
つ
い
て
は
、
扁
額
を
賜
与
し
て
節
孝
祠
に
合
祭
し
た
が
、
非
常
守
節

の
節
婦
や
殉
死
し
た
烈
婦
に
つ
い
て
は
、
そ
の
外

に
建
坊
銀
を
給
与
し
て

専
坊
を
建
て
る
こ
と
を
許
し
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
、
旌
表

の
象
徴
た
る
扁
額

の
賜
与
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
の
で
、

こ
こ
で
は
と
く
に
建
坊
銀
と
節
孝
祠
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
と
思
う
。

ま
ず
建
坊
銀
よ
り
考
察
す
る
。
坊
と
は
す
な
わ
ち
記
念
碑
で
あ
り
、
題
名

・
題
字
を
主
体
と
し
て
、
周
囲
に
綺
麗
な
模
様
を
刻
む
も
の
で
あ

っ

越
。
清
朝
の
建
坊
銀
制
度
は
順
治
十
年
か
ら
始
ま

っ
麺
。
官
府
か
ら
銀
三
十
両
を
与
え
、
坊
を
建
て
る
費
用
に
さ
せ
た
こ
と

か
ら
建
坊
銀
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
建
坊
銀

の
制
度
は
清
朝
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
が
、
節
婦

・
烈
婦
の

一
人
に

つ
き
銀
三
十
両
を

給
与
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
清
朝
が
こ
の
旌
表

政
策
に
相
当
な
重
点
を
置

い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
が
民
間
に
多
額
の
銀
両
を
支

出
す
る
制
度

で
あ

っ
た
か
ら
、
程
な
く
銀
両
授
与
に
ま

つ
わ
る
弊
害
が
生
じ
、
ま
た
地
方
財
政

の
負
担
と
も
な

っ
て
、
建
坊
銀
制
度

の
問
題
点
を

残
し
た
。

ま
ず
雍
正
十
三
年
に
お
け
る
浙
江

布
政
使
張
若
震
の
奏
摺
を
見
る
と
、

忠
孝
節
義
恩
賞
建
坊
銀
爾
、
所
以
働
倫
常
而
敦
教
化
、
國
家
之
盛
典
也
、
此
項
銀
爾
断
省
向
例
在
藩
庫
師
生
暗
鉄
項
下
動
給
、
臣
恐
各
衙
門

書
役
從
中
侵
拍
、
暗
加
訪
察
、
聞
離
省
鴛
遠
及
郷
里
畏
見
官
長
之
人
、
毎
情
托
省
會
人
代
領
、
而
代
領
者
非
係
胥
役

即
属
地
棍
、
往
往
拍
剋

平
頭
、
或
抵
換
銀
色
、
或
籍
構
衙
門
費
用
、
任
意
開
錆
且
有
將
領
去
中
飽
、
以
致
本
家
實
領
無
幾
。



　
あ

ヤ

と
あ

っ
て
、
浙
江

省
に
お
け
る
建
坊
銀
の
授
受
に
ま

つ
わ
る
弊
害
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
断
江
省

に
お
け
る
建
坊
銀
は
藩

庫
の

「師
生
曠
缺

」
と

い
う
項
目
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
が
、
省
内
の
僻
遠
の
地
に
住
む
民
や
官
吏
を
畏
れ
る
民
な
ど
は
省
城
の
人
に
代
領
し
て

も
ら
い
、
代
領
者
は
胥
役

か
地
棍
で
あ

っ
た
の
で
、
建
坊
銀
の
中
か
ら

一
部
分
を
掠
取
し
た
り
、
役
所
の
費
用
と
称
し
て
使

っ
た
り
し
た
の
で
、

節
烈
者
の
家

の
受
け
取
る
の
は
僅
か
に
な

っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
建
坊
銀
授
受

の
弊
害
を
是
正
す
る
た
め
に
、
張
若
震
は
次
の
よ

う
に
建
議
し
た
。

将
忠
孝

節
義
建
坊
銀
雨
、
亦
照
墾
人
會
試
盤
纏
之
例
、
統
蹄
州
縣
地
丁
項
下
、
就
近
支
給
、
定
限
文
到
州
縣
十
日
内

、
傳
到
本
家
的
鷹
、
當

堂
具
領
、
並
絢
明
上
下
経
胃
有
無
需
索
、
該
州
縣
加
結
、
申
送
院
司
査
核
、
與
存
留
銭
糧

一
髄
奏
錆
、
個
州
縣
書
役

敢
於
捕
勒
侵
拍
、
及
該

管
官
狗

庇
濫
結
、
査
出
從
重
参
虞
。

こ
の
建
議

の
要
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
授
受
の
際
の
弊
害
を
除
く
た
め
に
、
建
坊
銀

の
給
与
は
受
領
者
の
近
地
の
州
縣
に
て
行
う
こ
と
、
給
与
命

令
書
が
州
縣
に
着

い
て
よ
り
十
日
以
内
に
、
受
領
者
す
な
わ
ち
節
烈
者

の
家
族
が
州
縣
衙
門
に
赴

い
て
自
ら
建
坊
銀
を
受

け
取
る
こ
と
、
青
吏
な

ど
の
侵
奪
の
有
無
を
記
し
た
保
証
書
を
提
出
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
な

っ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
な
お
胃
吏
が
官
吏
と
結
託
し
て
不
正
を
行
え
ば
、
摘

発
さ
れ
た
際
に
は
重
罰
に
処
す
る
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。

同
じ
頃
、
監
察
御
史
周
紹
儒
も
建
坊
銀
の
授
受
を
め
ぐ
る
弊
害
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、

節
孝
為
郵
倫
之
大
本
、
表
揚
寓
奨
働
之
微
灌
、
(中
略
)
凡
在
可
施
者
、
與
例
相
符
、
令
各
省
彙
題
、
准
其
旌
表

、
毎
年

一
省
不
下
藪
十
百

人
、
所

費
幣
金
抑
且
不
減
敷
萬

(中
略
)
乃
近
見
各
直
省
奉
行
不
善
、
基
報
之
初
悉
由
生
監
具
呈
、
既
報
之
後
、
経
縣
吏
府
胃
以
至
司
府
経

承
、
韓
韓
相
屡
、
無
不
需
用
使
費
、
有
鯨
之
人
費
至

一
二
百
金
、
即
中
人
之
家
亦
須
費
用
籔
十
金
、
其
至
將
額
領
坊

償
情
願
抵
除
、
只
圖
族

表
之
名

、
種
種
情
弊
難
以
悉
敷
。

　
ロ

　

と
あ

っ
て
、
旌
表

申
請
の
始
め
よ
り
扁
額

・
建
坊
銀
の
給
与
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
旌
表

を
受
け
た
家
は
多
き
は
二
百
金

、
少
な

い
家
で
も
建
坊

銀
以
上
の
費

用
を
要
し
た

の
で
、
貧
し
い
家
は
建
坊
銀
を
旌
表

受
領
の
費
用
に
充
て
て
、
旌
表

の
名
誉
だ
け
得
た
い
と
願

い
出
る
ほ
ど
で
あ

っ
た

と
い
う
。
旌
表

に
伴
う
建
坊
銀
の
授
受
を
め
ぐ

っ
て
、
胃
吏
の
侵
奪
の
弊
害
が
如
何
に
酷
か

っ
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
で
は
節
婦
烈
女
の
腔

表
に
伴
う
建
坊
銀
給
与
の
趣
旨
は
ま

っ
た
く
失
わ
れ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
周
紹
儒
は
そ
の
奏
摺
の
中
に
併
せ
て
次

の
よ
う
な
弊
害

の
是
正

策
を
建
議
し
て
い
る
。



各
直
省

督
撫
令
所
囑
州
縣
開
明
准
施
條
款

(
中
略
)
有
例
合
腔
表
者
、
許
本
家
開
載
事
實
、
報
明
本
縣
本
學
、
該
縣
該
學
詳
査
確
實
、
取
具

,
郷
鄭
族

長
甘
結
、
加
結
通
詳
該
督
撫
、
擦
詳
確
核
、
存
案
彙
題
、
不
用
監
生
呈
報
於
先
、
亦
不
假
吏
胃
駁
詰
於
後
、
至
給
賞
坊
債
之
時
、
務

令
本
家

當
堂
具
領
、
當
堂
験
獲
、
不
経
吏
役
之
手
、
個
有
虚
冒
、
惟
詳
情
之
官
是
問
。

建
坊
銀
を
節

烈
者
の
家
族
が
州
縣
衙
門
で
直
接
受
領
す
る
措
置
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ

っ
て
、
旌
表

申
請
の
手
続
き
の
間
に
州
縣
学
臣

・
生
員
や

胃
吏
の
干
与

を
省
き
、
建
坊
銀
侵
奪

の
口
実
を
な
く
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
張
若
震
と
周
紹
儒
ら
の
奏

摺
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
『会
典
』
雍
正
十
三
年
の
条

の
詔
令
に
、

坊
銀
亦
令
本
家
具
領
、
當
堂
験
獲
、
不
経
胃
吏
之
手
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
の
で
あ

っ
て
、
明
ら
か
に
旌
表

申
請

の
手
続
き
が
整
備
さ
れ
、
学
臣

・
生
員
な
ど

の
申
請
書
作
製

の
際

の
干
与
が
省
か

れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
の
ち
、
建
坊
銀
の
授
受
を
め
ぐ

っ
て
胃
吏
侵
奪
の
弊
害
が
や
や
少
な
く
な

っ
た
よ
う

に
見
え
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な

一
連
の
奏
議
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
建
坊
銀
の
授
受
を
め
ぐ
る
弊
害
は
こ
れ
で
無
く
な

っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
と

い
う
の
は
、
胃
吏
に
よ
る
侵
奪
は
少
く
な

っ
て
も
、
そ

の
後
に
は
受
領
者
に
よ
る
不
正
受
給
の
弊
害
が
頻
発
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
、
乾
隆
十
九
年
に
お
け
る
両
広
総
督
楊

鷹
堀
の
奏
摺

に
見
え
る
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

山
西
巡
撫
恒
文
所
題
陽
曲
縣
烈
女
韓
開
姐
請
施

一
本
内
構
、
開
姐
自
幼
聰
與
王
朝
藩
為
妻
、
夫
死
誓
不
再
適
、
嗣
伊
父
母
以
靖
亡
多
日
、
央

媒
行
聰

、
開
姐
遂
自
繕
身
死
等
語
。
閲
其
情
節
、
開
姐
初
志
在
於
守
節
、
本
可
不
死
、
其
死
也
皆
伊
父
母
貧
得
男
聰
財
禮
、
迫
之
使
然
耳
。

這
至
其
女
自
繕
、
又
復
具
呈
請
施
、
異
領
坊
債
、
所
領
尚
浮
於
伊
積
瞼
之
費
、
且
領
慣
之
後
、
建
坊
與
否
、
均
未
可
知

、
是
國
家
樟
懊
之
典
、

適
以
飽
伊
不
肖
父
母
之
欲
。

　
　

　

と
あ

っ
て
、
韓
開
姐
と
い
う
寡
婦
が
夫
を
亡
く
し
た
の
ち
守
節
を
願

っ
て
い
た
が
、
彼
女
の
父
母
が
聰
財
を
貧
ろ
う
と
し
て
、
彼
女
に
再
婚
を
迫

っ
た
た
め
、

つ
い
に
彼
女
は
死
を
選
ん
で
自
殺
し
た
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
寡
婦
開
姐
が
死
ぬ
と
、
彼
女
の
父
母
は
今
度
は
娘

が
夫
に
殉
死
し
た
と

述
べ
、
旌
表

を
申
請
し
建
坊
銀
を
受
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
楊
鷹
堀
は
彼
女
の
父
母
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
坊
を
建
て
る
こ
と
に
建
坊

銀
を
使
う
か
ど
う
か
ま

っ
た
く
疑
問
で
あ
る
と
ま
で
述

べ
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
明
ら
か
に
親
が
建
坊
銀
の
不
正
受
給
を
求

め
た
例
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
件
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
き
わ
め
て
公
正
に
措
置
を
下
し
た
。

『会
典
』
乾
隆
十
九
年
の
条
に
、



未
婚
之
女
能
矢
志
靡
他
、
損
躯
就
義
、
該
撫
酌
量
製
給
扁
額
、
獲
交
本
宅
懸
掛
、
亦
足
慰
貞
魂
於
地
下
、
不
必
專
疏
請
施
給
予
坊
憤
。

と
あ

っ
て
、
烈
婦
韓
開
姐
に
対
し
て
扁
額
の
み
を
賜
与
し
て
表
彰
し
、
建
坊
銀
の
給
与
は
止
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
の
ち
に
な
る
と
、

建
坊
銀

の
不
正
受
給
や
流
用
は
さ
ら
に
増
加
し
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
不
正
受
給
を
防
止
す
る
詔
令
が
た
び
た
び
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
知
ら
れ
る
。
『会
典
』
乾
隆
二
十
四
年
の
条
に
は
、

凡
有
烈
婦
烈
女
慮
行
建
坊
者
、
該
地
方
官
給
銀
之
後
、
即
督
令
本
家
於
三
月
之
内
建
造
完
竣
、
上
鏑
施
烈
字
様
、
不
得
任
其
遅
延

(
中
略
)

完
竣
之

日
、
地
方
官
傍
具
結
甲
報
上
司
査
勘
、
並
不
許
胥
役

籍
端
需
索
。

と
あ

っ
て
、
官
府
よ
り
建
坊
銀
が
給
与
さ
れ
て
よ
り
三
ケ
月
以
内
に
節
烈
婦
女

の
家
が
坊

の
建
設
を
終
ら
せ
る
こ
と
、
及

び
坊
が
完
成
し
た
日
に

地
方
官
吏
は
上
司
に
報
告
し
て
査
勘
を
受
け
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
建
坊
銀
の
受
領
者
に
よ
る
不
正
受
給

の
弊
害

も
防
止
さ
れ

よ
う
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
建
坊
銀
の
支
出
を
め
ぐ

っ
て
は
、
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
財
政
負
担
の
問
題
点
が
あ

っ
た
。
清
代
中
期
以
降
、
節
烈
婦
女

の
数
が

急
増
す
る
と

、
国
家
に
と

っ
て
は
建
坊
銀
支
出
額

の
増
加
が

一
つ
の
財
政
負
担
と
な

っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た

一
度
に
多
数
の
婦
女
が
戦

乱
に
よ

っ
て
殉
難
し
た
際
に
は
殆
ど
建
坊
銀
の
支
給
が
不
可
能
と
な

っ
た
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
際
し
て
、
清
朝
は
新
た
な
建

坊
銀
の
制
度

を
採

っ
た
が
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち

「
総
建

一
坊
」
と
い
う
節
烈
婦
合
祠
の
建
坊
方
法
で
あ

っ
た
。
嘉
慶
四
年

に
、

湖
南
省

乾
州

・
永
緩

・
濾
渓

・
激
浦

・
保
靖

・
武
陵
等
囑
、
被
賊
栽
害
之
婦
女
等
、
各
廉
縣
毎
虞
総
建

一
坊
、
毎
坊

給
銀
三
十
雨
、
交
各
該

地
方
官

支
領
、
於
通
衙
大
路
、
揮
地
剋
期
建
立
、
所
有
大
小
婦
女
姓
氏
、
全
行
鍋
刻
於
其
上
、
伍
將
建
坊
日
期
報
部

、
並
令
各
該
督
撫
等
随

時
詳
加

査
籔
、
母
許
冒
錆
冒
支
、
其
冊
内
未
載
姓
名
者
、
均
令
詳
細
査
明
、
母
使

一
人
浬
没
。

　
む

　

と
あ

っ
て
、
総
建

一
坊

の
制
度
は
湖
南
省
の
六
縣
に
お

い
て
、
賊
害
に
会

っ
て
殉
難
し
た
婦
女
を
集
団
ご
と
に

一
坊
に
合

祠
し
た
こ
と
に
始
ま
る

よ
う
で
あ

る
。
僅
か
に
三
十
両
で
多
数

の
殉
難
婦
女
を
合
祠
す
る

一
坊
を
絡
建
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
財
政
の
負
担
も
軽
く
、
混
乱
期
に
お

け
る
便
宜

の
措
置
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
総
建

一
坊
の
制
度
は
湖
南
省
に
始
ま

っ
て
、
や
が
て
は
多
く
の
省
に
ま
で
広
ま

っ
た
。

そ
の
こ
と

は
、
道
光
二
十
五
年
に
、

各
省
彙

題
節
婦

一
項
、
其
随
窮
守
節
者
、
査
明
係
何
縣
人
民
、
鷹
蹄
何
府
何
州
何
磨
管
繕
、
統
計
所
屡
節
婦
具
有
若

干
口
、
題
准
後
、
給
銀

三
十
爾

、
於
各
該
府
州
鷹
官
為
総
立

一
坊
、
母
庸
按
口
給
銀
、
致
啓
侵
冒
抑
勒
之
弊
。



と
あ

っ
罐
、
恐
ら
く
流
民
の
節
烈
婦
女
を
対
象
と
し
て
、
各
省
ご
と
に
総
建

一
坊

の
制
度
に
よ
る

一
坊
を
建
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。

こ
の
総
建

一
坊
の
集
約
は
、
財
政
負
担
の
軽
減
の
み
で
な
く
、
「
母
庸
按
口
給
銀
、
致
啓
侵
冒
抑
勒
之
弊
」
と
あ
る
記
事
に
よ
る
と
、
総
建

一
坊

の
制
度
は
、
混
乱
期
に
乗
じ
て
官
吏
が
建
坊
銀
を
侵
奪
す
る
の
を
防
止
す
る
に
も
役
立

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
す

べ
て
の
建
坊
銀
の
制

度
が
総
建

一
坊

の
方
法
に
改
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
道
光
二
十
七
年
に
は
、

嗣
後
各
該
部
随
案
請
施
之
烈
婦
烈
女
、
及
年
終
彙
題
内
之
烈
婦
烈
女
、
均
著
建
立
專
坊
、
以
示
奨
異
、
鯨
倶
著
蹄
入
総
坊
、
年
終
彙
題
、
並

著
各
該
督
撫
等
、
題
本
内
聲
明
彙
建
総
坊
字
様
、
用
昭
匠
別
。

ハ
む

　

と
あ

っ
て
、

「各
該
部
随
案
請
施
」
及
び

「年
終
彙
題
」

の
烈
婦
烈
女
に
は
相
変
ら
ず
專
坊
を
建
て
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
先

に
み
た
よ
う
な
賊
害

に
殉
難
し
た
節
烈
婦
女
集
団
を
対
象
と
し
て
総
建

一
坊
の
制
度
が
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

次
に
、
節
孝
祠
に

つ
い
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
検
討
整
理
し
て
お
き
た

い
。
節
孝
祠
に
関
す
る
記
事
は
あ
ま
り
多
く
は
な

い
。

『会
典
』
雍
正

元
年
の
条
に
は
、

恩
昭
内

開
、
旌
表

節
義
、
給
銀
建
坊
、
民
間
往
往
視
為
具
文
、
未
曽
建
立
、
恐
日
久
傍
至
混
没
、
不
能
使
民
有
所
観
感
、
著
於
地
方
公
所
設

立
祠
宇
、
將
前
後
忠
孝
節
義
之
人
、
皆
標
姓
氏
於
其
中
、
已
故
者
則
設
牌
位
於
祠
中
祭
祀
、
用
閲
幽
光
而
垂
永
久
、
其
建
坊
銀
傍
照
菖
支
給
。

と
あ

っ
て
、

「忠
孝
節
義
者
」
を
祭
る
祠
宇
が
州
縣
公
所
に
建
て
ら
れ
た
の
が
そ
の
始
め
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
忠
孝
節
義
祠
は
、
そ

れ
ま
で
そ
れ
ら
の
義
行
を
旌
表

し
銀
両
を
も
給
与
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
坊
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
た
め
、
州
縣
が
建
坊
銀
を
別
途
支
出
し
て
、

州
縣
公
所
に
若
干
祠
宇
を
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
忠
孝
節
義
祠
は
さ
ら
に

「忠
義
孝
弟
祠
」
と

「節
孝
祠
」
と
に
分

け
ら
れ
、
節
烈
婦
女

は
節
孝
祠
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祠
宇

の
建
設
費
用
に

つ
い
て
は
前
掲
の
記
事

に

「
其
建
坊
銀
傍
照
藷
支

給
し
と
あ
る
が
、
な
お

『会
典
』
雍
正
元
年
の
条
に
は
、

建
立
祠
宇
碑
坊
銀
、
各
省
府
州
縣
衛
、
動
用
正
項
銭
糧
修
造
、
傍
照
工
部
奏
錆

(中
略

)
傍
令
各
所
在
有
司
不
時
修
葺

。

と
あ

っ
て
、
忠
孝
節
義
者

へ
給
与
し
た
建
坊
銀
と
は
別
に
、
地
方
が
正
規
の
経
費
よ
り
支
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
祠
宇
は
州
縣
毎
に

一
・
ニ
ケ
所
程
度
建
立
さ
れ
る
だ
け
で
、

一
度
新
祠
を
建
て
る
と
、
後
は
た
だ
補
修

・
維
持
の
費
用
が
必
要
な
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
財
政
的
に
は

問
題
は
少
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
不
正
を
防
ぐ
た
め
に
、
各
省
の
督
撫
が
祠
宇

の
建
設
費
や
管
理
費
な
ど
を
厳
し
く
監
査
し

て
、
帳
簿
の
記
録
や
事
務

の
引
き
継
ぎ
を
厳
重
に
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。



節
孝
祠

に
お
け
る
祭
祀
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
節
烈
婦
女
が
節
孝
祠
に
お
い
て
祭
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
身
分

階
層

の
微
賎
な
僕
婦

・
碑
女

・
乞
婦
ら
の
節
烈
者
に
つ
い
て
は
、
節
孝
祠
で
の
祭
り
を
許
さ
な
か

っ
た
の
は
留
意
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

樹
旌
表

の
申
請
制
度

清
代

の
節
烈
婦
女
腔
表
の
申
請
が
い
か
な
る
行
政
手
続
き
を
経
て
行
わ
れ
た
か
は
、
先
に
見
た
旌
表

の
種
類
や
建
坊
銀
な
ど
と
並
ん
で
、
清
代

旌
表

制
度

の
全
般
的
運
営
を
見
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
旌
表

制
度
の
運
営
と
く
に
申
請
手
続
き
の
管
理
は
、
明
ら
か
に
行
政
上
の
重
要
な

職
務

の

一
つ
で
あ

っ
た
の
で
、
地
方
行
政
機
構
は
そ

の
上
層
部
よ
り
下
層
部
に
至
る
ま
で
密
接
に
関
与
し
て
い
た

の
は
当
然
で
あ
る
。
旌
表

の
申

請
手
続
き
を
明
確
に
規
定
し
た
も
の
は
早
く
明
代
の
初
め
の
頃
よ
り
見
ら
れ
、
『大
明
会
典
』
巻

一
、
禮
令
に
、

凡
孝
子
順
孫
、
義
夫
節
婦
、
志
行
卓
異
者
、
有
司
正
官
墾
明
、
監
察
御
史

・
按
察
司
禮
駁
、
韓
達
上
司
正
官
、
旌
表

門
闘
。

と
あ

っ
て
、
洪
武
元
年
に
、
ま
ず
地
方
の
有
司
正
官
が
節
行
者
を
上
申
し
、
そ
れ
を
監
察
御
史

・
按
察
司
が
再
調
査
し
て
、
次

々
に
上
司
に
転
達

す
る
と
い
う
申
請
手
続
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
旌
表

制
度
が
整
備
さ
れ
て
く
る
と
、
申
請
手
続
き
も
細
部
に
至
る
ま
で
整
備
さ
れ
て
、
偽

り
を
許
さ

ぬ
も
の
と
な

っ
て
く
る
。
洪
武
二
十
六
年
に
な
る
と
、

禮
部
捺
各
庭
申
來
孝
子
順
孫
、
義
夫
節
婦
、
理
當
旌
表

之
人
、
直
隷
府
州
杏
都
察
院
、
差
委
監
察
御
史
藪
實
、
各
布

政
使
司
所
屡
、
從
按
察

司
籔
實
、
著
府
州
縣
同
里
甲
親
鄭
保
勘
、
然
後
明
白
奏
聞
、
即
行
移
本
庭
、
旌
表

門
閻
。

　
　

　

と
あ

っ
て
、
州
縣
の
有
司
正
官
が
上
申
し
て
く
る
と
、
そ
れ
を
書
類
審
査
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
直
隷
府
州
の
場
合
に
は
監
察
御
史
を
派
遣
し
て

現
地
再
調
査
さ
せ
、
各
布
政
使
所
屡
の
府
州
の
場
合
に
は
、
按
察
司
に
再
調
査
を
さ
せ
て
、
府
州
縣
が
作
成
し
た
申
請
書

と
事
実
照
合
し
、
そ
の

後
朝
廷
に
上
奏
す
る
手
続
き
と
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
整
備
さ
れ
た
旌
表

の
申
請
手
続
き
に
お

い
て
は
、
ま
ず
申
請
手
続

き
の
第

一
段
階
と
し
て
、
府
州
縣
官
吏
と
里
甲
親
鄭
と
の
共
同
責
任
に
よ
る
申
請
保
証
制
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
旌
表

申
請
の

共
同
責
任
制
に
つ
い
て
は
、
憲
宗
成
化
元
年
の
詔
令
に
、
「如
有
扶
同
、
妄
將
夫
亡
時
年
已
三
十
以
上
、
及
寡
居
未
及
五
十
婦
人
、
増
減
年
甲
、

學
保
者
被

人
首
獲
、
或
風
憲
官
蝦
勘
得
出
、
就
將
原
保

・
各
該
官
吏

・
里
老
人
等
、
通
行
治
罪
」
と
あ

っ
て
、
連
座
す
る
官
吏
や
里
老
人
の
処
罰

規
定
に
よ

っ
て
裏
付
け
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

清
代
の
婦
女
旌
表

制
度
は
順
治
年
間
よ
り
制
度
化
さ
れ
る
が
、
旌
表

制
度
が
身
分
階
層
に
従

っ
て
分
か
た
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
申
請

制
度
も
身

分
階
層
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
王
室
貴
族
の
婦
女
の
場
合
に
は
、
宗
人
府

へ
の
申
請
と
宗
人
府
の
調
査
を
経
た
後
、
禮
部
に



ヨ
れ

　

上
申
す
る
と

い
う
手
続
き
を
採

っ
て
い
た
。
営
伍
の
婦
女

の
申
請
制
度
に

つ
い
て
は
、
『会
典
』
順
治
九
年
の
条
に
、

満
州
蒙
古
漢
軍
、
孝
子
順
孫
、
義
夫
節
婦
、
該
管
佐
領
騙
騎
校
送
参
領
、
参
領
送
都
統

・
副
都
統
、
都
統

・
副
都
統
送
部
、
申
部
駿
實
、
奏

請
旌
表

。

と
あ

っ
て
、
佐
領
驕
騎
よ
り
参
領
や
都
統

・
副
都
統
を
経
て
禮
部
に
申
請
し
、
禮
部
が
再
調
査
を
し
た
の
ち
に
朝
廷
に
上
奏

す
る
と

い
う
申
請
手

続
き
が
採
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
申
請
手
続
き

の
不
備
な
ど
に
よ
り
、
営
伍
の
節
烈
婦
女
は
旌
表

よ
り
洩
れ
る
者
が

多
か

っ
た
の
で
、
雍
正
帝
は
営
伍
の
節
烈
婦
女

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
営
伍
内
よ
り

の
申
請
に
加
え

て
、
新
た
な
申
請

手
続
き
を
定
め
た
。

『会
典
』
雍

正
三
年
の
条
に
、

凡
管
伍

中
節
行
貞
烈
之
婦
女
、
蓋
得
墨
報
、
不
致
冒
濫
、
亦
不
致
隙
漏
、
(中
略
)
行
令
直
省
督
撫

.
提
鎮

.
學
臣
、
宣
諭
地
方
文
武
官
弁
、

詳
査
螢

伍
中
有
三
十
歳
以
内
守
節
至
五
十
歳
以
後
、
及
守
節
十
五
載
以
上
、
年
適
四
十
身
故
者
、
出
具
印
結
、
移
該
學
教
官
、
照
民
間
取
結

之
例
、
加
具
印
結
、
申
報
州
縣
、
韓
詳
督
撫

・
學
臣
具
題
、
由
部
彙
請
旌
表

、
永
為
定
例
。

と
あ
る
の
は
、
営
伍
の
節
烈
婦
女

の
旌
表
申
請
制
度
を
補

っ
た
も
の
で
あ
り
、
直
省
の
総
督

・
巡
撫

・
提
鎮

.
学
臣
よ
り
地
方
の
文
武
官
吏
に
命

じ
て
営
伍
内

の
節
烈
婦
女
を
詳
し
く
調
査
さ
せ
、
そ
の
地
方
の
学
官
に
移
文
し
て
共
同
責
任

の
申
請
書
を
作
成
さ
せ
上
申
さ

せ
る
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
う
し
て
、
庶
民
婦
女

の
場
合
と
同
様
に
学
官

・
州
縣
官
吏
な
ど
の
共
同
責
任
に
よ
る
申
請
手
続
き
に
よ

っ
て
、
営
伍
の
節

烈
婦
女

の
腔
表
は
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
庶
民
の
婦
女

の
申
請
制
度
に

つ
い
て
は
、
順
治
年
間
に
出
さ
れ
て
い
る
三
度
の
詔
令
に
よ

っ

　
　

へ

て
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
庶
民
婦
女
の
旌
表

申
請
手
続
き
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
明
代
の
申
請
手
続
き

の
基
本
を
よ
く
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
り
、
現
地

州
縣
官
吏
な
ど
の
共
同
責
任
制
に
始
ま
り
、
督
撫
な
ど
の
再
調
査
を
経
て
、
上
申
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
言
う
に
尽
き
よ
う
。

清
代
の
婦

女
旋
表
の
申
請
制
度
の
概
要
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
建
坊
銀
の
授
受
の
際
に
見
た
よ
う
に
、
婦
女
旌
表

の
申
請

手
続
き
を
め
ぐ

っ
て
、
官
吏
の
不
正
侵
奪
が
日
常
事

の
よ
う
に
多
発
し
、
ひ
い
て
は
婦
女
旌
表

制
度
全
般
を
形
骸
化
し
つ
つ
あ

っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
以
下
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
。

さ
て
、
清
代
の
初
期
に
お

い
て
整
備
さ
れ
た
婦
女
旌
表

の
申
請
制
度
は
、
康
煕
年
間
に
入

っ
て
、
に
わ
か
に
そ
の
申
請
書
類
の
内
容
や
そ
の
保

証

・
再
点
検
な
ど

の
面
に
お
い
て
厳
格
か

つ
煩
雑
に
な

っ
て
き
た
。
康
煕
七
年
に
、

貞
節
婦
女
實
行
、
逐

一
開
明
、
取
具
親
戚
、
該
管
官
保
結
、
詳
加
藪
實
送
部
、
不
得
僅
以
年
歳
已
及
、
草
率
監
送
。



と
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
簡
単
で
も
よ
か

っ
た
申
請
書

の
記
載
内
容
が
に
わ
か
に
厳
し
く
さ
れ
て
、
守
節
年
数
の
記
載
の
み
で
な
く
、
詳

し
い
節
烈
行

状
を
逐

一
か
つ
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
を
求
め
、
さ
ら
に
そ
の
詳
細
な
行
状
に
つ
い
て
親
戚
や
官
吏
の
保

証
を
要
求
し
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
朝
廷
が
節
烈
婦
女
の
旌
表

を
行
う
に
際
し
て
は
、
そ
の
節
烈
行
為
を
具
体
的
に
述

べ
た
書
類
が
必
要
な
の
は

当
然
で
あ
り

、
そ
れ
を
関
係
者
が
点
検
保
証
し
た
書
類
も
必
要
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
節
婦
行

状
書
の
詳
細
化
と
そ
の

保
証
書
の
厳

密
化
は
、
す
ぐ
さ
ま
弊
害
を
加
速
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
太
常
寺
少
卿

・
提
督
呉
蓬
揆
の
奏
摺
に
、

向
來
菖

例
學
報
節
婦
、
由
學
詳
縣
、
由
縣
詳
府
、
由
府
詳
司
、
然
後
韓
詳
督
撫

・
學
臣
、
経
渉
衙
門
既
多
、
借
端
漁

利
者
不
少
、
官
府
愚
胃

吏
以
駁
査
、
胃
吏
以
銭
財
為
去
取
、
韓
駁
韓
詳
、
動
輯
経
年
累
月
、
若
不
立
法
澄
、
保
無
抑
勒
之
弊
。
(中
略
)
凡
地
方
官
墾
報
節
婦
、
詳

本
府
後

即
通
詳
上
司
、
上
司
立
限
嚴
催
、
如
府
途
月
不
到
即
提
府
経
承
査
訊
、
如
司
詳
途
月
不
到
即
提
司
経
承
査
訊
、
遮
相
筋
催
、
不
得
渥

延
、
則
沈
欄
抑
勒
之
弊
絶
　
、
更
民
間
果
有
苦
節
合
例
者
、
或
地
方
官
不
與
詳
報
、
許
其
具
呈
督
撫
學
院
衙
門
、
轍

筋
該
地
方
官
核
實
輻
詳
、

随
到
随
題
。

へ
れ

セ

と
あ

っ
て
、
申
請
書
が
学
員
よ
り
縣
に
、
縣
よ
り
府
に
、
府
よ
り
司
な
ど
に
上
申
さ
れ
る
間
に
、
各
官
司
は
或
い
は
婦
女

行
状
の
確
認
と
保
証
の

た
め
に
、
或

い
は
確
認
と
再
点
検

の
た
め
に
時
間
を
か
け
た
の
で
、
そ
の
間
に
青
吏
な
ど
の
侵
奪

・
収
賄
が
横
行
し
、
旌
表

の
授
与
は
著
し
く
遅

延
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と

い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
甚
し
い
場
合
に
は
、
上
級
官
司
が
確
認
に
手
問
ど

っ
て
、
旌
表

の
上
申

数
を
削
減
す
る
こ
と
も

あ

っ
た
た
め
、
旌
表

よ
り
脱
落
す
る
節
婦
も
多
数
出
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
旌
表

の
申
請
制
度
に
ま

つ
わ
る
手
続
き

の
遅
延
と
胃
吏
収
賄
の
弊
害

は
急
速
に
深
刻
化
し
、
旌
表

を
虚
名
化
す
る
恐
れ
も
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
弊
害
の
深
刻
化
が
、
申
請
保
証
書
の
内
容
充
実

と

い
う
よ
う
な
申
請
制
度
の
整
備
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
根
は
深
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

呉
・迂
揆
は
こ
の
よ
う
な
旌
表

申
請
制
度

の
弊
害
に
対
し
て
、
先
に
挙
げ
た
奏
摺
の
後
半
部
分
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
改
善
策
を
上
申
し
、
と
く
に

申
請
手
続
き

の
遅
延
と
申
請
者

の
切
捨
て
の
弊
害
防
止
に

つ
い
て
、
ど
の
官
司
も
申
請
保
証
書
の
点
検

・
確
認
期
間
を

一
ケ
月
と
す
る
こ
と
や
、

そ
れ
で
も
申
請
遅
延
に
よ

っ
て
脱
落
し
た
場
合
に
は
、
庶
民
が
直
接
督
撫

・
学
院
な
ど
の
衙
門
に
上
申
す
る
の
を
認
め
る

こ
と
を
建
議
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
申
請
制
度
の
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
員
や
青
吏

の
侵
奪

・
収
賄
の
弊
害
に
対
す
る
改
善
策
が
な
か

っ
た
の
で
、

一
般

庶
民
の
と
く

に
貧
民
層
に
と

っ
て
は
、
旌
表

申
請
は
や
は
り
大
き
な
経
済
的
負
担
と
な
る
状
況
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
監
察
御
史
曹
縄
柱
は
、

風
化
之

原
首
重
節
孝

(中
略
)
原
令
地
方
官
不
時
題
達
請
予
旌
表

(
中
略
)
臣
見
直
省
題
施
節
婦
之
案
、
先
由
儒
學
生
員
呈
明
、
該
地
方
官



行
査
加
結
、
詳
請
具
題
、
多
係
節
婦
之
子
、
身
為
衿
士
而
家
梢
股
實
者
、
方
能
遜
致

(中
略
)
其
貧
無
力
者
、
難
實
在
守
節
、
年
途
五
十
、

寛
難
援

例
題
請
、
伏
思
守
節
之
婦

(中
略
)
祇
縁
具
呈
具
結
必
待
學
校
諸
生
、
而
窮
郷
僻
壌
有
閲
敷
里
或
十
敷
里
不
得

一
生
員
者
、
即
有
節

婦
無
從
知
悉
、
兼
以
家
貧
、
錐
飲
食
燕
術
之
費
亦
無
所
出
、
是
以
不
能
遜
請
、
遂
至
浬
没
。

と
述
べ
o
、
申
請
手
続
き
は
ま
ず
地
方

の
学
員
の
申
請
保
証
書

の
作
成
よ
り
始
ま
る
の
に
、
方
十
数
里
内
に
学
員
の
い
な

い
場
合
、
貧
民
は
彼
ら

を
遠
地
よ
り
招
く
接
待
費
用
の
経
済
的
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
貧
民
層
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
除
去

の
た
め
に
、

曹
縄
柱
は
ま
た
続

い
て
弊
害
是
正
を
上
申
し
て
、

郷
保
鄭
佑
所
在
皆
有
、
若
此
闘
族
黛
之
間
有

一
節
婦
、
彼
更
悉
其
真
偽
、
使
呈
結
出
於
至
公
、
即
與
生
員
之
呈
結
無
異
、
且
可
以
便
民
而
易

墾
、
(
中
略
)
嗣
後
基
報
節
婦
、
除
儒
學
生
員
有
願
呈
結
者
、
聴
從
民
便
外
、
其
絵
即
令
郷
保
鄭
佑
乗
公
具
呈
、
不
用
四
六
浮
詞
、
惟
開
具

守
節
年
歳

・
事
實
及
果
否
貞
節
之
庭
、
加
結
投
遮
、
地
方
官
訪
査
確
實
、
即
為
韓
詳
請
旋
。

と
述

べ
、
族

表
の
申
請
保
証
書
の
作
成
を
学
員

・
生
員
の
み
に
任
せ
な
い
で
、
庶
民
の
便
宜
に
よ
っ
て
は
、
「
郷
保
鄭
佑
」

の
保
証
に
代
え
る
の

を
認
め
る
こ
と
を
建
議
し
て
い
る
。
こ
の
曹
縄
柱
の
建
議
も
直
ち
に
朝
廷
に
よ

っ
て
採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
『会
典
』

雍
正
十
三
年
の
条
に
、

各
直
省
督
撫
、
筋
所
鷹
州
縣
、
將

一
慮
合
例
旌
表

之
節
婦
並
貞
女
孝
子
詳
細
條
例
、
偏
示
郷
城
士
民
、
令
本
家
開
載
事
實
具
呈
、
並
筋
郷
鄭

族
長
於

具
呈
日
、

一
併
擦
實
投
逓
甘
結
、
該
學
該
州
縣
藪
其
事
實
確
撮
、
即
行
加
結
詳
報
、
該
督
撫
確
藪
存
案
、
擦
實

彙
題
、
母
庸
往
返
駁

詰
、
致

滋
弊
端
。

と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
曹
縄
柱
の
建
議
が
採
用
さ
れ
て
、
旌
表

申
請
手
続
き
の
初
め
の
部
分
で
あ
る
申
請
保
証
書
の
作
成
が
改
善
さ
れ
た
こ
と

を
伝
え
る
も

の
で
あ

っ
て
、
ま
ず
節
婦
の
家
に
申
請
書
を
作
成
さ
せ
る
と
と
も
に
、
郷
鄭
族
長
に
保
証
書
を
作
成
さ
せ
て
、
そ
の
後
は
そ
れ
ま
で

の
申
請
手
続
き
を
経
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
呉
注
揆
と
曹
縄
柱
の
細
か
な
建
議
を
見
る
と
、
婦
女
旌
表

制
度
の
基
盤
で
あ
る
申
請
制
度
に
ま
つ
わ
る
弊
害

の
多
く
は
是
正
さ
れ
た

と
見
な
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
は
大
し
た
も
の
で
も
な
く
て
、
是
正
さ
れ
た

の
は
学
員
の
侵
奪
な
ど
の
極
く

一
部
分
だ

け
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
申
請

の
遅
延
と
胃
吏
の
侵
奪

・
収
賄
の
弊
害
は

つ
い
に
根
本
的
に
は
是
正
で
き
な
か
っ
た
。
清

の
中
期
以
降
に
は
さ

ら
に
悪
辣
化

の
傾
向
を
辿
り
、
と
く
に
太
平
天
国

の
乱
の
頃
に
至

っ
て
は
、
申
請
の
遅
延
と
胃
吏
侵
奪
の
弊
害
は
頂
点
に
達
す
る
。
『会
典
』
成

豊
十

一
年
の
条
に
、



軍
興
以
來
、
各
省
殉
難
紳
民
婦
女
、
無
不
立
浦
恩
施
、
分
別
施
郎

(中
略
)
醇
東
書
吏
門
斗
、
積
弊
最
深
、
婦
女
守
節
請
施
、
由
禮
部
行
査
、

立
限
沓

覆
、
渥
至
敷
年
不
報
、
寛
有
勒
索
規
費
而
後
報
者
、
似
此
勒
抑
把
持
、
實
堪
痛
恨
。

と
あ
る
の
は
、
申
請
手
続
き
の
遅
延
は

「邊
至
藪
年
不
報
」
と
あ
る
よ
う
に
数
年
に
も
及
び
、
便
乗
す
る
胃
吏
の
侵
奪
の
状
況
は

「寛
有
勒
索
規

費
而
後
報
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
贈
賄
が
な
け
れ
ば
申
請
手
続
き
を
妨
げ
る
ほ
ど
に
悪
辣
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
施

表
制
度
を
め
ぐ
る
弊
害
は
、
度
重
な
る
是
正
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
向
に
根
本
的
に
は
是
正
さ
れ
ず
、
反

っ
て
時
代
と
と
も
に
深
刻
化
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
婦
女
旌
表

の
申
請
制
度
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
婦
女
旌
表

制
度
の
中
よ
り
と
く
に
申
請
制
度
を
取
上
げ

て
考
察
し
た
理
由
は
、

旌
表

制
度
が

い
か
に
運
営
実
施
さ
れ
た
か
、
そ
の
全
般
的
状
況
を
見
る
た
め
で
あ

っ
た
。
要
す
る
に
、
清
朝
は
整
備
さ
れ
た
婦
女
旌
表

制
度
を
作

り
、
同
時
に
そ
の
日
常
的
な
運
営
を
官
僚
行
政
機
構
に
委
ね
て
、
下
は
郷
村
里
甲
や
州
縣
官
司
よ
り
上
は
督
撫
の
官
司
や
中
央

の
禮
部
に
至
る
ま

で
の
申
請

・
保
証

・
調
査
の
制
度
を
作

っ
た
。
こ
れ
ら
の
申
請
制
度
に
よ

っ
て
、
旌
表

の
授
与
は
円
滑
に
行
わ
れ
る
体
制
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
申
請
制
度
の
整
備
に
伴

っ
て
、
反

っ
て
申
請
の
遅
延
や
そ
れ
に
便
乗
す
る
胃
吏
の
侵
奪

・
収
賄

の
弊
害

が
増
加
し
た
の
は
皮
肉

な
現
象
で
あ
り
、
申
請
手
続
き

の
簡
素
化
な
ど
の
弊
害
是
正
策
が
行
わ
れ
た
が
、
清
の
後
期
に
な
る
と
、
申
請
制
度
を
め
ぐ
る
弊
害
は
い
よ
い
よ

激
化
か
つ
慢
性
化
し
て
、

つ
い
に
は
殆
ど
婦
女
旌
表

制
度
を
名
分
の
み
の
虚
名
と
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
は
清
朝

の
婦
女
旌
表

制
度
、
と
く
に
節
婦

・
烈
女
の
旌
表

に

つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

旧
中
国

に
お
け
る
婦
女
の
教
訓

・
規
範
は
甚
だ
多

い
が
、
と
く
に
曲
従

・
勤
倹

・
節
烈
の
三
者
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

観
念
は
早
く

は
漢
代
に
始
ま

っ
て
、
清
代
に
至
る
ま
で
連
綿
と
し
て
続

い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
宋
代
に
入
る
と
、
に
わ

か
に
朱
子
学
の
流
布
に

よ
り
節
烈

の
み
が
際
立

っ
て
鼓
吹
さ
れ
、
つ
い
に
清
朝
に
な
る
と
、

一
種

の
宗
教
的
な
風
潮
さ
え
帯
び
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
歴
代
国

家

の
婦
女

節
烈
重
視
の
傾
向
は
、
『後
漢
書
』

『魏
書
』
『晋
書
』

『階
書
』
『北
史
』

『新
唐
書
』

『藷
唐
書
』
な
ど
の
列
伝

に

「列
女
伝
」
を
立
て

て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
が
、
『宋
史
』

の

「列
女
伝
」
以
降
は
そ
れ
が
完
全
に
定
着
し
、
明
清
時
代
に
な
る
と
、
列
女
伝
に
収
録
さ
れ
た
婦
女

の
人
数

・
内
容
か
ら
見
て
、
婦
女
節
烈
の
重
視
は
極
限
に
も
達
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



宗
族
社
会

に
お
い
て
、
婦
女

の
貞
節
が
要
求
さ
れ
る
の
は
強
固
に
し
て
安
定
し
た
宗
族
を
保

つ
た
め
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
寡
婦
と
な

っ

た
婦
女
に
対

し
て
、
宗
族
社
会
は
再
婚
を
厳
禁
し
な
か

っ
た
と
は
言
え
、
強
く
守
節
を
勧
め
た
の
は
当
然
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
宗
族
社
会
に
お
け

る
婦
女
倫
理
を
守
る
と
と
も
に
、
節
烈
の
み
を
重
視
す
る
国
家

の
婦
女
徳
教
政
策
と
合
致
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
貞
節
重
視

の
倫
理
と
再
婚
賎
視
の
風
潮
の
下
に
あ

っ
て
は
、
寡
婦
と
な

っ
た
婦
女
は
守
節
の
道
を
選
ぶ
外
は
な
か

っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う

な
婦
女
節
烈
重
視
の
風
潮
は
明
清
期
に
な
る
と
、
さ
ら
に

一
段
と
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
何
も
明
清
期
の
宗
族
社
会
が
と
く
に
婦

女
節
烈
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
倫
理
思
想
界
が
そ
れ
を
強
調
し
、
王
朝
の
婦
女
旌
表

制
度
が
そ
れ
を
唱
導
し
た
か
ら
で
あ
り
、
と
く
に
清
朝

は
頗
る
熱
心
で
あ

っ
た
。
清
朝
の
婦
女
旌
表

制
度
は
明
朝

の
制
度
の
基
本
的
な
も
の
を
受
け
継
い
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
整
備

.
拡
大
し
た
も
の
で

あ

っ
た
が
、
と
く
に
身
分
的
階
層
に
区
分
し
た
建
坊
銀

の
給
与
や
節
孝
祠
に
お
け
る
祭
祀
な
ど
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
清
朝
の
婦
女
旌
表

制
度
に
は
深
刻
化
す
る
弊
害
が

つ
き
ま
と

っ
て
い
て
、
建
坊
銀

の
給
与
に
つ
い
て
は
胃
吏
の
侵
奪

の
弊
害

が
激
化
し
、
旌
表

の
申
請
手
続
き
に
は
官
司
舞
文
に
よ
る
遅
延
の
弊
害
と
そ
れ
に
便
乗
す
る
胃
吏
侵
奪
収
賄
の
弊
害
が
激
化

し
て
、

つ
い
に
は
婦

女
旌
表

制
度

は
殆
ど
形
骸
化

・
虚
名
化
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
歴
代

の
婦
女
族
表
制
度
の
中
で
も
と
く
に
清
朝
の
婦
女
旌
表

制
度

の
考
察
に
お
い
て
は
、
制
度
と
そ
れ
に
附
属
す
る
多
く

の
補
助
的
制

度
や
施
策
に
よ
っ
て
、
婦
女

の
人
間
性
が
如
何
に
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
か
と
い
う
問
題
も
、
従
来
よ
り
提
議
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
れ
に
触

れ
る
余
裕
が
な
か

っ
た
。
後
考
で
補

い
た
い
と
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

註
(
1
)

飽
家
麟

「
中
國
第

一
部
婦
女
史
-

徐

天
囎
的
神
州
女
子
新
史
」

(食
貨
月
刊
、
七
巻
六
期
、

一
九
七
七
年
)
二
六
四
頁
の
表
、
参
照
。

(
2

)

岡

村

繁

「
劉
向

『列
女

伝

』

に
お

け

る
女

性

の
行

動
と

倫

理

」

(
石

川
忠

久

編

『
中
國

文

学

の
女

性

像
』
、

汲
占

書

院

、

一
九

八

二
年

、
所

収

)。

(
3

)

正

史

二
十

四
種

の
う

ち

、

列

伝

に

「列

女

伝

」

が

含

ま

れ

て

い
る

も

の
は

「
後

漢
書

』

「魏

書

』

『晋

書
』

「階

書

』

『北

史
』

『
藷

唐

書
』

『新

唐

書

』

『宋

史
』

『遼

史
』

『金

史
』

『
元
史

』

『
明
史

』

の
十

二
種

で
あ

る

。

(
4

)

正
史

列

女

伝

に

つ

い
て

の

研
究

に

は
、

山

内

正
博

氏

の

「
「旧

唐

書
』

の

「
列

女

伝
」

と

『宋

史
』

の

「列

女

伝

」
L

(宮

崎
大

学

教

育

学

部

紀

要

-
社

会

科

学

-

二

九

号

、

一
九

七

一
年

)

・
山

崎

純

一
氏

の

「
雨
唐

書

列

女

傳

と
唐

代

小

説

の
女

性

た

ち
」

(石

川

忠

久

編

前
掲

書

、

所

収

)
が

あ

る
。

二
者

と

も

に

正
史

列

女

伝

を

取

り

扱

っ
て

い
る

が

、
列

女

伝

の
全

般

に
わ

た

る
内

容

の
分
析

に

つ

い
て

は
ま

だ

充

分

で

は
な

い
些

.茜
え

よ

う

。



へ
5

)

註

(
3

)参

照

。
十

二
種

正

史

列
女

伝

の
所

在

巻
敷

・
収

録

の
婦

女

人

数

は

、
次

の
表

に

示

し

て

い
る

。

所
/1
巻
数

収
録
人
数

後
漢
鐘
⊥
魏
書

『
目
書

　晴
陛

411

2

6

0

Q
げ

Q
ゾ

8

一

8

8

一

9

一一

61

化

史
1953

萬

p

ー
ー

}
ー
ケ
覇

39192

新

唐

書

'
宋
史

502

064

45

94

遼
史

7015

金
史03143

.兀
史

0

0

り
乙
2

2

に
J

Q
ゾ

O
J

羽
史

1

2

3

0

0

0

3

3

3

5

4

〔」

8

8

2

へ
6

)

陳

東

原

『中

國

婦
女

生

活

史
』

(台

湾

商

務
印

書

館

、

.
九

八

一
年

)
第

四

・
五

章

、
参

照

。

(
7

)

大

塚
博

久

「
中

国

に

お
け

る

明

・
清

期

の
婦

人

同
情

論

」

(山

口
大

学

教
育

学

部

・
研
究

論

叢

、

十

八
巻

、

第

一
部
、

一
九

六

九
年

)

二
六

頁
。

(
8

)

宋

代

の
儒

者

の
婦
女

貞

節

論

に

つ

い
て

の
研
究

は
、

馬

徳
程

「宋

代

女

優
的

社

會

地
位

」

(李

又

寧

・
張

玉

法

編

『中

國

婦
女

史

論

文

集
』
、
台

湾

商

務

印
書

館

、

一

九

八

一
、
所

収

)
が
あ

り

、

ま

た

陳
東

原

の
前
掲

書

、

第

六
章

が

あ

る

。

(
9

)

『
大

明
会

典

』

巻

七
九

、
旌
表

、
洪

武

元

年

の
条

。

(
10

)

陳

東
原

前

掲

書

、

二

四

一
頁

。

(
11

)

劉

向

の

『列

女

伝
』

に
は

「
母
儀

」

「
賢

明
」

「仁

智

」

「
貞
順

」

「
節

義
」

「辮

通

」

「華

壁

」

の
七

.項

目

が
あ

る

。

(
12

)

宗

族
社

会

に
お

け

る
婦

女

の
研
究

は
、

仁

井

田
陞

『中

國
法

制

史

』

(
岩
波

書

店

、

一
九

五

二
年

)

・
同

氏

『中

国

の
法

と

社
会

と

歴

史
』

(岩

波

書

店

、

一
九

六

七

年

)

・
清

水

盛

光

『支

那

家

族

の
構

造

』

(
岩
波

書

店

、

一
九

四

三
年

)

・
滋

賀

秀

三

『
中
国

家

族

法

の

原
理
』

(
創
文

社

、

一
九

六
七

年

)

・
大

塚

勝

美

『
中

国
家

族

法

論
』

(御

茶

の
水

書
房

、

一
九

八

五
年

)

・
牧

野
巽

『中

国
家

族

研

究
』

(上

)
(
御

茶

の
水

書

房

、

一
九

七

七

年

V
な

ど

が

あ

る
。

(
13

)
M
a
r
g
e
r
y
 
W
o
l
f
 
&
 
R
o
x
a
n
e
 
W
i
t
l
e
,
W
o
m
e
n
 
i
n
 
C
h
i
n
e
s
e
s
 
S
o
c
i
e
t
y
 
,
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
,
S
t
a
n
f
o
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
p
r
e
s
s
 
1
9
7
5
 
p
p
1
1
1
-
1
4
1

。

(
14

)

ス
ー

ザ

ン

・
マ
ン
著

、
岸

本

美

緒
訳

「
清

代

の
社

会

に
お

け

る
寡

婦

の
位
置

」

(
お

茶

の
水

史

学

、

二
九

号

、

一
九

八
六

年

)
。

氏

は
拡

大

家
族

或

い
は

複
合

家

族

の

場

合

に

は
、

寡

婦

が
自

殺

を

選

ぶ

こ
と

が

比

較
的

よ
く

見

ら

れ

る
が

、

そ

れ

に
対

し

て

、
多

く

の
節

婦

は
直

系

家

族

か
ら

出

た

こ

と
を

主

張

し

て

い

る
。

(
15

)

多

賀
秋

五
郎

『宗
譜

の
研

究

・
資

料

篇
』

(
以

下

『資

料

篇
』

と

称

す

、
東

洋

文

庫

、

一
九

六

〇

年

)

六
三

九

頁

。
ま

た

「
呉

氏
族

譜

」

(
同

上
書

、

所

収

、

六
六

二

頁

)

の
中

に
も

同
様

な

規

定

が

見

ら
れ

る

。

(
16

)

『
禮

記
』
、

昏

義

篇
。

(
17

)

「
薫

山
翔

鳳

朱

氏
宗

譜

」

(
『資
料

篇

』
、

八

二

〇
頁

)
巻

二

、
祠

規

。

(
18

)

『資
料

篇

』
、

八

二

一
頁

。



(
19

)

「資

料

篇
』
、

八

三
八

頁

。

(
20

)

『資

料

篇
』
、

八

四
四

頁

。

(
21

)

『資

料

篇
』
、

八

四
五

頁

。

(
22

)

『資

料

篇
』
、

八

四
八

頁

。

(
23

)

『資

料

篇
』
、

八

五
四

頁
。

(
24

)

『唐

律

疏
議

』

巻

一
四

、

戸
婚

條

疏

に

、

諸

夫

喪

服

除
而

守

志

、
非

女

之

祖

父

母

・
父

母

而

強

嫁
之

者

、

徒

一
年

、

期

親

強
嫁

者

、

減

二
等

、
各

離

之

、
女

追

蹄

前

家

、
嬰

者

不

坐

。

と
あ

り

、

『大

明
会

典

』

巻

一
六

三
、

婚

姻

に
、

其

夫

喪

服
満

、

願

守

志

、
非

女

之

祖

父
母

・
父

母

而

強
嫁

之

者

、
杖

八
十

、

期
親

強

嫁

者

、

減

二
等

、

婦

人

不
坐

、

追

蹄

前
夫

之

家

、

聰

從
守

志

、

嬰

者

亦
不

坐

、

追

還

財

禮

。

と
あ

る
。

(
25

)

『資

料
篇

』
、

五

五

三
頁

。

(
26

)

『資

料
篇

』
、

五

五

六
頁

。

(
27

)

宗

族

の
節

婦

に

対

す

る
立

名

立
伝

の
規

定

は

族
譜

の
中

で

よ

く
見

ら
れ

、

例
え

ば

「
京

江
盛

氏

重

修

宗

譜
」

(
『資

料

篇
』
、
六

五
八

頁

。
)
巻

一
、

家
範

に
、

婦

人

勿

再
醸

、

固
義

所

當

為

、

凡
宗

族

早

寡

之

婦

能
守

節

不

二

各

、
族

中

當

優
禮

之

、

時

加
韻

問
、

其

孤
貧

無

僑

者

、

購
之

終

身

、

卒
後

當

名

筆
傳

文

、

附

入
家

譜

之

内

、

以
表

彰

之

。

と

あ

り

、

ま

た

「
趙

氏
宗

譜

」

(
『資

料
篇

』
、
六

九

三
頁

。
)
第

四

本

、
趙

氏

家

約

に
、

孝

子

節

婦
之

志

與

忠

臣

同

、

而
貧

苦

無

告

者

為

尤

難

、
族

中

有

事

親

端
力

、

嬬

居
苦

節

者

、

生

則
厚

加

賑

価

、

死
則

厚

加
磧

葬

、

摯

典
之

、

肇

螢
之

、

誌

於

石
、

傳
於

譜

、
傍

求
旌
表

其

門
。

と

あ

る

。

(
28

)

婦

女
旌
表

に
関

す

る

主

な

研
究

は
、

曾

我

部

静

雄

「
日
唐

の
詔

勅

に

見
え

る
節

婦

の
施

賞

」

(史

林

、

五
十

七

巻

第

二
号

、

一
九

七

四

年

)

・
山

崎

純

一

「清

朝

に

お

け

る
節

烈
旌
表

に

つ
い
て

1

同
期

列

女

傳

刊
行

の
背

景

I
」

(中

國

古

典

研
究

、

十

五
号

、

一
九

六

七
年

)
が

あ

る

。

(
29

)

陳

東

原

前

掲

書
、

四

二
頁

、
参

照

。

(
30

)

『後

漢

書
』

巻

五
、

安

帝

紀

に

、

元
初

元

年

春

正

月

(中

略

)
鰍

寡

孤

濁

篤

擁

、

不
能

自

存

者

、
穀

人

=
.鱗

、
貞

婦

吊

人

一
匹
。



と
あ
り
、
ま
た
同
書
同
巻

に
、

(
元
初
六
年
)
乙
卯
詔
日

(
中
略

)
賜
貧
窮

賑
乏
絶
、
省
婦
使
表
貞
女
、
所
以
順
陽
氣
崇
生
長
也
。
其
賜
人
尤
貧
困
孤
弱
軍
濁
、
穀
人
三
斜
、
貞
婦
有
節
義
十
斜
、
瓢

表
門
闊
旌
表

厭
行
。

と
あ
る
。

(
31
)

「周
書
』
巻
七
、
宣
帝
紀
、
大
成
元
年
八
月
丙
寅

の
条
。

(
32
)

註
(
28
)
の
曽
我
部
静
雄

の
論
文
、
参
照
。

(
33
)

『宋
会
要
輯
稿
』
禮
六

一
、
族
表
、
英
宗
治
平
三
年

の
条
。

(
34
)

同
註
(
33
)
、
徽
宗
宣
和
七
年

の
条
。

(
35
)

『大
明
会
典
』
巻
七
九
、
族
表
、
憲
宗
成
化
元
年

の
条
。

(
36
)

『大
明
会
典
』
巻
七
九
、
腔
表
、
武
宗
正
徳

六
年

の
条
。

(
37
)

節
行

に
は
節
婦

(
既
婚
者
が
夫

に
対
す
る
節
を
守
る
場
合

)
と
貞
女

(未
婚
者
が
婚
約
者
に
対
す
る
貞
操
を
守
る
場
合

)
が
あ

る
。
烈
行
に
は
烈
婦

.
烈
女

(既
婚

者
或

い
は
未
婚
者

が
夫

や
婚
約
者

の
死
を
追

っ
て
殉
死
す
る
場
合
、
ま
た
強
姦

に
対
し
て
抵
抗
し
て
自
殺
す
る
場
合
)
が
あ
る
。
他

の
分
類
と
し
て
は
、
趙
鳳
嗜

『中

國
婦
女
在
法
律
上
的
地
位
』
(
食
貨
出
版
社
、

一
九
七
三
年
)

一
一
九
頁
、
劉
紀
華

「
中
國
貞
節
観
念
的
歴
史
演
婆
」

(
『社
会
学
界
』
第
八
巻
、

一
九

三
四
年
)
、
山
崎

純

一
の
前
掲
論
文
註
(
28
)な
ど
が
あ

る
。

(
38
)

主
に
台
北
故
宮
博
物
院
よ
り
出
版
し
た

『宮
中
禰
雍
正
朝
奏
摺

(以
下

『
雍
正
櫨
』
と
称
す
)
と

『宮
中
櫨
乾
隆
朝
奏
摺
』

(以
下

『
乾
隆
櫨
』
と
称
す
)
を
使

用

す
る
。

(
39
)

『清
世
祖
実
録
』
巻
七
二
、
順
治
十
年

五
月
丁
丑
の
条
。

(
40
)

『大
清

(
光
緒

)
会
典
事
例
』
(
以
下

『会
典
』
と
称
す

)
巻
四
百
三

(本
巻
は
順
治
朝
か
ら
乾
隆
朝
ま
で
を
含
む

)、
禮
部
族
表
節
孝

一
、
順
治
十
三
年

の
条
。

(
41
)

『会
典
』
、
順
治
十
四
年
の
条
。

(
42
)

『雍
正
棺
』

二
十

三
輯
、
五
九
頁
、
雍
正
十
二
年
五
月
二
十

日
、
沈
愁
華

の
奏
摺
。

(
43
)

『会
典
』
、
順
治
十

八
年

の
条
。

(
44
)

『
会
典
』
、
雍
正
元
年

の
条
。

(
45
)

『
会
典
』
巻
四
百
四

(
本
巻
は
嘉
慶
朝
か
ら
光
緒
朝
ま
で
を
含
む
)
、
禮
部
旌
表

節
孝
二
、
道
光
四
年
の
条
。

(
46
)

『会
典
』
、
同
治
十
年

の
条
。

(
47
)

「清
高
宗
実
録
』
巻
三
四
四
、
乾
隆
十

四
年
七
月
戊
午

の
条
。



(
48

)

同

註

(
47

)。

(
49

)

『
清
高

宗

実

録
』

巻

三
六

〇

、
乾

隆

十

五

年

三
月

丁

巳

の
条

。

(
50

)

『
会

典
』
、

康

煕

二
十

七

年

・
雍

正
六

年

の
条

、
参

照

。

(
51

)

『清

世
宗

実

録
』

巻

一
五
五

、

雍

正

十

三
年

閏

四
月

戊

寅

の
条

。

(
52

)

『雍

正
櫨

』

第

二
十

五
輯

、

四

二

六

～

四

二
七

頁

、
雍

正

十

三
年

十

一
月

十
九

日
、

醇

翻

の
奏

摺

。

(
53

)

『会

典
』
、
順

治

九

年

・
十

年

の
条

、
参

照

。

(
54

)

『雍

正

棺
』

第

三
輯

、

八

〇
七

～

八

〇
九

頁

、

雍
正

三
年

二

月

三

日
、

韓

良
輔

の
奏

摺

。

(
55

)

『大

清

聖

訓
』

巻

二
六

、
雍

正

三

年

三

月
乙

卯

の
条

。

(
56

)

織

田
萬

記

『支

那

ノ
婚

姻
』

(台

湾

旧
慣

調

査

会

、

一
九

〇

七

年

)
第

四

十

七
章

、

参

照

。

(
57

)

『会

典

』
、

順

治
十

年

の
条
。

(
58

)

『雍

正

棺

』

第

二
十

四
輯

、

七

四

四
～

七

四

五
頁

、

雍

正
十

三

年

五

月

二
十

八

日

、
張

若

震

の
奏

摺

。

(
59

)

『
雍

正
櫨

』

第

二
十

五
輯

、

三
九

九

～
四

〇

〇
頁

、

雍

正
十

三
年

十

一
月

十

日
、

周

紹
儒

の
奏

摺
。

(
60

)

「乾
隆

櫨

』

第

九
輯

、

四
七

三

～

四
七

四

頁

、
乾

隆

十

九
年

九

月

初

一
日
、

楊

鷹

堀

の
奏

摺

。

(
61

)

『会

典
』
、

嘉

慶

四
年

の
条

。

(
62

)

『大

清
律

例

増

修

統
纂

集

成
』

巻

十

一
、

戸

律
婚

姻

、

居
喪

嫁

嬰

。

(
63

)

『会

典
』
、
道

光

二

十

七
年

の
条

。

(
64

)

『会

典
』
、
雍

正

元

年

の
条

。

(
65

)

『会

典
』
、

雍
正

五
年

の
条

、

参

照

。

(
66

)

同
註

(
9
)
、
洪

武

二

十

六
年

の
条

。

(
67

)

同
註

(
53
)
。

(
68

)

「会

典

』
、

順
治

五

・
九

・
十

二
年

の
条

、
参

照

。

(
69

)

『会

典

』
、

康

煕

七
年

の
条

。

(
70

)

『
雍
正

櫨

』

第

二
輯

、

一
〇

九
頁

、

雍

正

元
年

十

二
月

初

一
日
、

呉
達

揆

の
奏

摺

。

(
71

)

『
雍

正
櫨

』

第

二

十

五
輯

、

四

一
六

～
四

一
七
頁

、

雍

正

十

三
年

十

一
月
十

七

日
、
曹

縄

柱

の
奏

摺
。


